
１４－７ 災害時の船舶輸送に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と葉山町漁業協同組合（以下「乙」という。）は、葉山町内に地震、

風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民生活の早期安定を図るための応

急生活物資、資機材、人員（以下「物資等」という。）などの船舶輸送に関する協定を締結する。 

（協力の要請） 

第１条 甲は、葉山町内に災害が発生し、船舶輸送の確保を必要とするときは、乙に対して次に掲げる事

項を明らかにして、文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって

要請し、事後に文書を提出するものとする。 

(1) 災害及び協力を要請する状況 

(2) 輸送を必要とする物資等及び数量 

(3) その他の必要な事項 

（協力の実施） 

第２条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、他の業務に優先して派遣する船舶を協議し

要請の実現に努める。 

（報   告） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、文書をもって速やかに甲に対し、次に掲げる事項を

報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後に文書を提出するも

のとする。 

(1) 輸送した物資等の品名及び数量等 

(2) 輸送場所及び船舶名 

(3) その他必要な事項 

（船舶の賃貸借料金） 

第４条 船舶の賃貸借料金は、甲の負担とし、災害発生直前における適正な価格として、甲、乙協議して

決定するものとする。 

（補   償） 

第５条 甲の要請により、この協定に基づいて物資等の輸送に従事して事故が発生したときは、葉山町消

防団員等公務災害補償条例（昭和４１年葉山町条例第１９号）の規定の限度において補償するものとす

る。 

２ 甲が前項の規定に基づいて事故の補償をしたときは、乙は、その後当該事故に伴う補償を求めないも

のとする。 

（連絡責任者） 

第６条 第１条の規定に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においては葉山町都市

経済部長を、乙においては葉山町漁業協同組合長を指定するものとする。 

（連絡調整） 

第７条 乙は、その組織及び施設等を活用して船舶派遣に努力し、この協定の船舶輸送ができる葉山町漁

業協同組合所属の漁船の隻数及びトン数等を甲に通知するものとする。 

（協定期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成１１年１０月２５日から平成１２年３月３１日までとする。ただし、

期間満了前３０日までに、甲乙双方から何らかの意思表示がないときは、１年更新するものとし、以後

この例による。 

（そ の 他） 

第９条 この協定書に定めのない事項については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するものと

する。 

平成１１年１０月２５日 
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１４－８ 災害時における応急復旧等の協力に関する協定書 

  

葉山町（以下「甲」という。）と有限会社湘南ロードサービス（以下「乙」という。）は葉山町内に地

震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合の応急復旧の協力について、次のと

おり協定を締結する。 

（協力の要請） 

第１条 甲は、葉山町内に災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、乙に対して、次に掲げる事項を

明らかにして文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって要請し、

事後に文書を提出するものとする。 

(1) 災害及び協力を必要とする状況 

(2) 災害の状況等及び要請内容 

(3) 指示事項及びその他必要な事項 

(協力の実施) 

第２条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事のない限り、

他の業務に優先して要請に応じ協力するものとする。 

(協力の状況報告及び協議) 

第３条 乙は、前条の防災活動等の実施にあたっては、随時、その活動内容等の経過について甲に報告す

るとともに、その活動内容を変更する場合は速やかに甲と協議する。 

(協力の結果報告) 

第４条 乙は、甲の要請に基づいて協力した場合は、文書をもって速やかに甲に対し、次に掲げる事項を

報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後に文書を提出するも

のとする。 

(1) 出動した期間 

(2) 出動した場所及び人員 

(3) 使用した資機材等の種類、数量 

(4) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 応急復旧等の活動にかかる経費は、甲乙が協議して、甲がその実費を時価により支払うものとす

る。 

（補   償） 

第６条 甲の要請により、この協定に基づいて応急復旧等の活動に従事して事故が発生したときは、葉山

町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年葉山町条例第１９号）の規定の限度において補償するもの

とする。 

２ 甲が前項の規定に基づいて事故の補償をしたときは、乙は、その後当該事故に伴う補償を求めないも

のとする。 

（連絡責任者） 

第７条 第１条の規定に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲において、葉山町総務

部長を、乙においては有限会社湘南ロードサービス代表取締役荒井弘毅を指定するものとする。 

（協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成１１年１０月２５日から平成１２年３月３１日までとする。ただし、

期間満了前３０日までに、甲乙双方から何らかの意思表示がないときは、１年更新するものとし、以後

この例による。 

（そ の 他） 

第９条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有する

ものとする。 

平成１１年１０月２５日 
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１４－９ 応急物資及び生活必需物資の調達に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、葉山町内に地震、風水害、その他

の災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民生活の早期安定を図るため甲が応急物資及び生

活必需物資（以下「物資」という。）の確保等の協力について、次のとおり協定を締結する。 

（協力の要請） 

第１条 甲は、災害時において物資の確保を必要とするときは、乙に対して次に掲げる事項を明らかにし

て、文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後に

文書を提出するものとする。 

(1) 災害及び物資の確保等の協力を必要とする状況 

(2) 必要とする物資の品名及び数量 

(3) その他必要事項 

（協力の実施） 

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特に業務上の支障、その他やむを得ない事由のない限

り、他の業務に優先して要請事項について速やかに適切な措置をとるとともに、その数量等を協議し、

売買契約を締結のうえ現品を引き渡すものとする。 

２ 物資の運搬は、甲及び甲の指定する者が行うものとする。なお、必要に応じて甲は乙に対して、運搬

の協力を求めることができる。 

（物資の範囲） 

第３条 災害時に甲が乙に要請する物資の範囲は次のとおりとする。 

食糧品、日用雑貨 

（物資の価格） 

第４条 物資取引に係る経費は、甲の負担とし、乙の引渡価格は、災害発生直前における適正な価格とす

る。 

（連絡責任者） 

第５条 第１条の規定に基づく要請に関する連絡責任者として、甲においては、葉山町福祉環境部長を、

乙においては ○○○を指定するものとする。 

（保有数量等の報告） 

第６条 甲は、この協定により協力できる物資の保有数量等を乙に対して、文書により報告を求めること

ができる。 

（協定の期間） 

第７条 この協定の有効期間は、平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までとする。ただし、期

間満了前３０日までに、甲乙双方から何らかの意思表示がないときは、１年更新するものとし、以後こ

の例による。 

（そ の 他） 

第８条 この協定書に定めない事項については、甲乙協議して別に定めるものとし、円滑に遂行するため

定期的に協議を行うものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保有す

るものとする。 

平成１２年４月１日 

   

 協定先一覧 

 締結先（乙） 第５条（乙） 

1 （株）京急ストア （株）京急ストア 葉山店店長 

２ 相鉄ローゼン（株） 相鉄ローゼン（株）葉山店店長 

３ （株）もとまちユニオン （株）もとまちユニオン葉山店店長 

４ （株）スズキヤ （株）スズキヤ葉山店店長 
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１４－１０ 災害時における情報収集等に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、葉山町内に地震、風水害、その他

の災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、町内の被災状況等の情報収集、通報の協力に関する

協定を締結する。 

（協力の要請） 

第１条 甲は、葉山町内に災害が発生し、情報等の協力を必要とするときは、乙に対して次に掲げる事項

を明らかにして、文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって要

請し、事後に文書を提出するものとする。 

(1) 災害及び協力を要請する状況 

(2) 地域内情報の提供 

(3) その他必要な事項 

（協力の実施） 

第２条 乙は、前条の規定により、甲から協力の要請があったときは、特別の理由がない限り協力するも

のとする。 

２ 乙は、災害情報の提供を要請された場合は、情報の整理を行い、甲が設置する災害対策本部に情報の

伝達を行うものとする。 

（報   告） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、災害時における情報収集活動報告書（第１号様式）

をもって速やかに甲に対し、次に掲げる事項を報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電

話又は口頭をもって報告し、事後に文書を提出するものとする。 

(1) 活動日時及び活動者氏名 

(2) 活動場所及び被災状況 

(3) その他必要な事項 

（連絡責任者） 

第４条 第１条の規定に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においては葉山町消防

本部消防総務課長を、乙においては○○○を指定するものとする。 

（連絡調整） 

第５条 乙は、その組織を活用して情報収集に努力し、この協定の情報収集ができる車両数を甲に通知す

るものとする。 

（協定の期間） 

第６条 この協定の有効期間は、平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までとする。ただし、期

間満了前３０日までに、甲乙双方から何らかの意思表示がないときは、１年更新するものとし、以後こ

の例による。 

（そ の 他） 

第７条 この協定書に定めのない事項については、甲乙協議して別に定めるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両名記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。 

平成１２年４月１日 

 

協定先一覧 

 締結先（乙） 第５条（乙） 

1 朝日新聞サービスアンカー葉山 朝日新聞サービスアンカー葉山所長 

２ （株）葉山クリエイト読売センター葉山店 （株）葉山クリエイト読売センター葉山店代表取締役 

３ 毎日新聞社葉山販売店 毎日新聞社葉山販売店所長 

４ 毎日新聞逗子専売所 毎日新聞逗子専売所所長 

５ 毎日新聞池上専売所 毎日新聞池上専売所所長 

６ （株）ＴＳＭ朝日新聞池上販売所 ＴＳＭ朝日新聞池上販売所代表取締役 

７ 読売センター池上店 読売センター池上店所長 
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１４－１１ 災害時における液化石油ガス等の供給に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と公益社団法人神奈川県ＬＰガス協会鎌倉逗葉支部（以下「乙」という。）
は、葉山町内に地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合に、町民生活の早
期安定を図るため液化石油ガス（以下「ＬＰＧ」という。）の確保等の協力について、次のとおり協定を
締結する。 

（協力の要請） 

第１条 甲は、災害時においてＬＰＧの確保を必要とするときは、乙に対して次に掲げる事項を明らかに

して、文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後

に文書を提出するものとする。 

(1) 災害及びＬＰＧの確保等の協力を必要とする状況 
(2) 必要とするＬＰＧ及び器材の数量 
(3) 必要とする場所 
(4) その他必要な事項 

（協力の実施） 

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特に業務上の支障、その他やむを得ない事由のない限

り、他の業務に優先して要請事項について速やかに協力するものとする。 

（協力の状況報告及び協議） 

第３条 乙は、前条の活動協力の実施にあたっては、随時、その活動内容等の経過について甲に報告する

とともに、その活動内容を変更する場合は速やかに甲と協議する。 

（協力の結果報告） 

第４条 乙は、甲の要請に基づいて協力した場合は、文書をもって速やかに甲に対し、次に掲げる事項を

報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後文書を提出するもの

とする。 

(1) ＬＰＧ及び器材の数量 
(2) 納入場所及び納入業者名 
(3) その他必要な事項 

（経費の負担） 

第５条 ＬＰＧ調達に係る経費は、甲の負担とし、乙のＬＰＧ及び器材の引渡価格は、災害発生直前にお

ける適正な価格とする。 

（補償） 

第６条 甲の要請により、この協定に基づいてＬＰＧ及び器材の運搬に従事して事故が発生したときは、

葉山町消防団員等公務災害補償条例（昭和4 1 年葉山町条例第1 9 号）の規定の限度において補償する

ものとする。 

２ 甲が前項の規定に基づいて事故の補償をしたときは、乙は、その後当該事故に伴う補償を求めないも

のとする。 

（連絡） 

第７条 乙は、3月末までに、この協定の実施に協力できる業者名並びにＬＰＧ等の保有数量及び器材保

有数（以下「事業者等」という。）を甲に通知するものとする。 

  ただし、業者等の変更がない場合はこの限りでない。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、平成２５年１０月１７日から、その効力を有するものとする。 

ただし、甲乙双方から何らかの意思表示がない限り、その効力を継続する。 

（その他） 

第９条 この協定書に定めない事項については、甲乙協議して別に定めるものとし、円滑に遂行するため

定期的に協議を行うものとする。 

２ この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保

有するものとする。 

 
平成２５年１０月１７日 
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１４－１２ 地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定書 

（趣旨） 

第１条 地震等の大規模災害が発生した場合における被災した建物の解体撤去等に関し、葉山町（以下

「甲」という。）が○○○（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害廃棄物」とは、地震等により倒壊、焼失した建物の解体撤去に伴って発

生する木くず、コンクリート 、金属くず等及びこれらの混合物をいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、次に各号の事業（以下「解体撤去等」という。）について、乙に協力を要請する。 

  被災した建物の解体 
  災害廃棄物の撤去 
  前各号に伴う必要な事項 

２ 乙は、必要な人員、車両、資機材を調達し、甲が実施する解体撤去等に可能な限り協力する。 

（協力要請手続き） 

第４条 甲は、乙の協力要請に当たっては、要請内容を記載した文書をもって神奈川県（以下「県」とい

う。）を通じて行う。ただし、文書によりがたい場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。 

２ 甲は、県を通じて協力要請を行いたい場合は、次の各号に掲げる事項を文書をもって乙に通知する。

ただし、文書によりがたい場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。 

  協力内容 
  その他必要な事項 

３ 甲は、前項の要請を行ったときは、後に速やかに県に報告する。乙は、前項の要請を受理したときは、

速やかに県に報告する。 

（解体撤去等の実施） 

第５条 乙は、要請内容に基づき甲の指示に従い解体撤去等を実施する。 

２ 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずる。 

３ 乙は、解体撤去等の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意する。 

  周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。 
  災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別の徹底等に努めること。 

（報告） 

第６条 乙は、解体撤去等を実施したときは、次の各号に掲げる事項をもって甲に報告する。 

  実施内容 

  その他必要事項 

（費用の負担） 

第７条 乙が第３条の要請に基づき実施した解体撤去等に要した費用は、甲が負担する。 

（災害補償） 

第８条 第３条の要請に基づき実施した解体撤去等に従事した者が、負傷、疾病、障害又は死亡した場合

の災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）その他の法令等による。 

（連絡窓口） 

第1 0 条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては葉山町福祉環境部環境課、乙においては○

○○とする。 

（協議） 

第1 1 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙で協議して定める。 

 この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

平成１１年９月１６日 
協定先一覧 

 締結先（乙） 第５条（乙） 

1 神奈川県建物解体業協会 社団法人神奈川県建物解体業協会事務局 

2 社団法人横須賀建設業協会 社団法人神奈川県建物解体業協会事務局 

３ 葉山町工業組合 葉山工業組合長 

４ 葉山町建設業協会 葉山町建設業協会 
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１４－１３ 地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 地震等の大規模災害が発生した場合における災害廃棄物の撤去、収集、運搬及び処理・処分に関

し、葉山町（以下「甲」という。）が神奈川県産業廃棄物協会（以下「乙」という。）に協力を求める

に当たって必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害廃棄物」とは、地震等により倒壊、焼失した建物の解体撤去に伴って発

生する木くず、コンクリート 、金属くず等及びこれらの混合物をいう。 

（協力要請） 

第３条 甲は、次に各号の事業（以下「解体撤去等」という。）について、乙に協力を要請する。 

  災害廃棄物の撤去 

  災害廃棄物の収集・運搬 

  災害廃棄物の処理・処分 

  前各号に伴う必要な事項 

２ 乙は、必要な人員、車両、資機材を調達し、甲が実施する廃棄物の処理等に可能な限り協力する。 

（協力要請手続き） 

第４条 甲は、乙の協力要請に当たっては、要請内容を記載した文書をもって、神奈川県（以下「県」と

いう。）を通じて行う。ただし、文書によりがたい場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。 

２ 甲は、県を通じて協力要請を行いがたい場合は、次の各号に掲げる事項を文書をもって乙に通知する。

ただし、文書によりがたい場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。 

  協力内容 

  その他必要な事項 

３ 甲は、前項の要請を行ったときは、後に速やかに県に報告する。乙は、前項の要請を受理したときは、

速やかに県に報告する。 

（解体撤去等の実施） 

第５条 乙は、要請内容に基づき甲の指示に従い災害廃棄物の処理等を実施する。 

２ 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずる。 

３ 乙は、災害廃棄物の処理等の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意する。 

  周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。 

  災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別の徹底等に努めること。 

（報告） 

第６条 乙は、解体撤去等を実施したときは、次の各号に掲げる事項をもって甲に報告する。 

  実施内容 

  その他必要事項 

（費用の負担） 

第７条 乙が第３条の要請に基づき実施した解体撤去等に要した費用は、甲が負担する。 

（災害補償） 

第８条 第３条の要請に基づき実施した解体撤去等に従事した者が、負傷、疾病、障害又は死亡した場合

の災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）その他の法令等による。 

（連絡窓口） 

第1 0 条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては葉山町福祉環境部環境課、乙においては社

団法人神奈川県産業廃棄物協会事務局とする。 

（協議） 

第1 1 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙で協議して定める。 

  

この協定を証するため本書２通を作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

平成１１年９月１６日 
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１４－１４ 災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、葉山町内に地震、風水害、その他の災害が発生し（以下「災害時」という。）多数

の死者が一時的、集中的に発生した場合における遺体の搬送について、葉山町（以下「甲」という。）

と社団法人全国霊柩自動車協会（以下「乙」という。）は霊柩自動車等による輸送（以下「輸送」とい

う。）について、乙が甲に対する協力及びその場合の手続きを定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の遺体搬送のため車両を必要とするときは、乙に対し輸送の協力を要請することが

できる。 

２ 甲が乙に要請するに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、

甲は災害における霊柩自動車輸送の協力要請書（様式１）を乙に提出するものとする。 

  要請理由 

  要請車両台数 

  要請期間 

  その他必要事項 

（輸送業務） 

第３条 甲の要請により、輸送に従事する乙の協会員は、甲の指示に従い、遺体安置所及び斎場等への遺

体の搬送業務に従事するものとする。 

（報告） 

第４条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告

するものとし、事後、乙は、災害時における霊柩自動車輸送の協力実施報告書（様式２）を甲に提出す

るものとする。 

  従事した車両台数及び従事者数 

  使用資機材数 

  従事日数及び走行距離 

  搬送回数及び搬送遺体数 

  その他必要事項 

（経費の負担） 

第５条 輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。 

（経費の請求） 

第６条 乙は、協会員の輸送活動実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。 

２ 前項の規定する経費の請求は、積算根拠を示す輸送業務実績一覧表を添付した請求書により行うもの

とする。 

（経費の支払い） 

第７条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うもの

とする。 

（価格の決定） 

第８条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して

決定するものする。 

（支援体制の整備） 

第９条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図れるよう、関東各支部のほか、広域応援体制及び情

報受伝達体制等の整備に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１０条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては福祉環境部長、乙にあっては神奈川県支

部長とする。 

（災害時の情報提供） 

第１１条 乙は、輸送活動中に現認した災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。 
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（職員の同乗等） 

第１２条 甲は、必要に応じ、乙の輸送車両に職員を同乗させることができるものとする。 

２ 乙は、輸送業務を実施しようとするときは、必要に応じ、甲に職員の同乗を要請することができるも

のとする。 

（通知） 

第１３条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図れるよう、この協定により協力できる全国霊柩自

動車協会神奈川支部協会員名簿（様式３）を毎年３月末日までに、甲に通知するものとする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとす

る。 

（実施日） 

第１５条 この協定は、協定締結に日から実施する。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成１３年３月３１日までとする。ただし、期間満

了の２ヶ月まえまでに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお１年間有効を有する

ものとし、以降も同様とする。 

 

このため協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有するもの

とする。 

 

 平成１３年１月１７日 
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１４－１５ 災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する葉山町と 

神奈川県葬祭業協同組合との協定書 

 

葉山町（以下「甲」という。）と神奈川県葬祭業協同組合（以下「乙」という。）は、葉山町に地震、

風水害、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における棺等葬祭用品の供給等の協力

に関し、次のとおり協定する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における棺等葬祭用品の供給及び付帯する業務

等について、甲が乙に協力を要請できること及びその場合の手続きを定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は災害時に棺等葬祭用品を必要とするときは、乙に対し供給等の協力を要請することができる

こととし、乙は、実施細目に定める棺等葬祭用品の供給等の協力を甲にするものとする。 

（要請手続） 

第３条 前条の規定による甲の要請は、災害対策本部長が行う。 

２ 甲が乙に要請をするに当たっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事

後、甲は実施細目で定める様式の文書を乙に提出するものとする。 

  要請を行った災害対策本部長の名称と担当者名 

  要請した理由 

  要請した棺等葬祭用品の供給等の数 

  履行期間及び履行場所 

  その他必要な事項 

（供給業務） 

第４条 甲の要請により、棺等葬祭用品の供給等に従事する乙の各組合員は、災害対策本部長又は救護班

等の指示に従い、遺体安置所等への供給等に従事するものとする。 

（報告） 

第５条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告

するものとし、事後、実施細目で定める様式の文書を提出するものとする。 

  棺等葬祭用品の供給等の数 

  履行期間及び履行場所 

  組合員の氏名及び従事者名簿 

  その他必要な事項 

（経費の負担） 

第６条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。 

（経費の請求） 

第７条 乙は、各組合員の棺等葬祭用品の供給等の実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。 

（経費の支払） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙からの経費の支払いの請求があった場合は、速みやかに乙の指示す

る者に支払うものとする。 

（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法に基づく基準額を参考として、

甲、乙協議し、決定するものとする。 

（支援体制の整備） 

第１０条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図れるよう全日本葬祭業協同組合

連合会各組合員のほか、広域応援体制及び情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。 

（連絡責任者） 

第１１条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては災害対策本部長、乙にあっては神奈川県

葬祭業協同組合理事長とする。 

（災害時の情報提供） 

第１２条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積極的に災害対策本部長に提供
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するものとする。 

（通知） 

第１３条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図れるよう、棺等葬祭用品の供給

場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。 

（協定実施の円滑化） 

第１４条 甲、乙は、協定に基づく協力が行われるとともに、協定の実行性を高めるため、定期的に協議

を実施するものとする。 

（実施項目） 

第１５条 この協定の実施に関し必要な手続きその他事項は、甲、乙協議して実施細目を定めるものとす

る。 

（協定の期間） 

第１６条 この協定の期間は平成１７年２月２５日から適用し、平成１７年３月３１日までとする。ただ

し、甲又は乙から期間満了１ヶ月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本

協定を１年間更新し、以後同様とする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

  

平成１７年２月２５日 
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１４－１６ ずし・はやまエフエム緊急放送に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と逗子・葉山コミュニティ放送株式会社（以下「乙」という。）は、緊

急放送に関し、以下のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町における災害の発生予防又は被害の軽減を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 「災害」とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他非常の事態により生ずる被害を

いう。 

 「緊急放送」とは、前条の目的を達成するために、甲の要請に基づき、乙が必要と認めて行う臨時の

放送及び乙が所有し、管理する緊急放送設備を使用して、他の放送に優先して、甲が行う臨時の放送

をいう。 

（緊急放送の実施） 

第３条 緊急放送の実施は、乙の運営する放送局の番組編成権を尊重し、次の各号に定める手順により実

施するものとする。 

  放送従事者がスタジオにいる場合 

ア 甲は、ファクシミリ又は電話により、乙のスタジオあてに緊急放送の要請を行い、併せて緊急放送に

係る原稿をファクシミリにより送付する。 

イ 乙は、甲から緊急放送の要請を受けたときは、その内容を甲に確認したうえで、直ちに他の放送に優

先してこれを放送することとし、それ以後においても状況により、適宜繰り返してこれを放送する。 

  放送従事者がスタジオにいない場合 

ア 甲は、別図１に示す乙に所属の職員（以下「丙」という。）に緊急放送の内容を説明し、その了承を

得て暗証番号を聞いたうえで、別図２の緊急放送設備の運用手順に従い、放送を行う。 

イ 甲は緊急放送設備を使用して、行った放送が終了したときは、直ちにその旨を丙に連絡する。 

ウ 甲は緊急放送設備を使用して放送を行ったときは、その実施日時及び内容を文書により乙に報告する

ものとする。 

（緊急放送の結果の責任） 

第４条 緊急放送を行った結果の社会に及ぼす影響については、甲がその責任を負うものとする。 

（費用の負担） 

第５条 緊急放送用電話回線と同電話機の設置及びその維持に要する費用並びに同電話回線の緊急放送

設備への接続及び調整に要する費用は甲の負担とする。 

２ 乙は、緊急放送に要する費用を甲に請求しない。 

３ 緊急放送の実施により、当該時刻に予定していた広告が放送できなかったときは、乙と当該広告主と

の間の交渉により、その解決を図るものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じたときは、甲、乙が誠意をもって協議し、決定する。 

（協定の改定） 

第７条 この協定は、甲又は乙の発議により双方協議のうえ、改訂することができる。 

（協定の期間） 

第８条 この協定の効力は、協定締結の日から平成１８年３月３１日までとする。 

２ 協定の期間満了の日の１箇月前までに、甲又は乙から異議申立てがない場合は、その期間を引き続く

次の１年間に延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ一通を所有する。 

  

平成１７年６月１日 
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１４－１７ 災害時における下水道施設等の応急措置に関する協定書 
 
 葉山町（以下「甲」という。）と鎌倉市管工事業協同組合（以下「乙」という。）は、葉山町内に地震、

風水害その他の災害が発生した場合に行う下水道施設等の応急措置について、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、葉山町内に地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合に行

う下水道施設等の応急措置について、必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力の要請） 
第２条 甲は前条の目的を達成するために、下水道施設等の応急措置を実施する必要があると認めるとき

は、乙に対して下水道施設等の応急措置の協力を要請することができる。 
 
（要請手続き） 
第３条 前条に定める要請は、次の事項について口頭又は電話等をもって要請する 
ものとする。 

（１） 所属部、課等の名称及び担当者名 
（２） 要請理由（災害の状況） 
（３） 協力を必要とする車両数、車両の種類及び大きさ並びに人員 
（４） 協力を必要とする場所 
（５） 協力を必要とする機関及び活動内容 
（６） その他必要となる事項 
２ 前項の要請をおこなったときは、甲は速やかに前項各号に掲げる事項を記載し 
 た書面（様式１）を乙に提出しなければならない。 
 

（連絡責任者） 
第４条 第２条に掲げる要請に関する事項の伝達及び連絡責任者は、次のとおりとする。 
甲 葉山町総務部長 
乙 鎌倉市管工事業協同組合代表理事 

 
（要請窓口） 
第５条 この協定に関する要請窓口は、次のとおりとする。 
甲 葉山町堀内２１３５番地 

    葉山町総務部防災安全課 
   葉山町堀内２１３５番地 
    葉山町環境部下水道課 
 乙 鎌倉市 
    鎌倉市管工事業協同組合 
     
（協力の実施） 
第６条 乙は第２条による甲の要請を受けたときは、速やかに下水道施設等の応急措置を行うための体制

を確立し協力するものとする。 
 
（報告） 
第７条 乙は、この協定により協力を実施した場合は、次の事項について口頭又は 
電話等をもって報告するものとする。 

（１） 協力に従事した車両数、車両の種類及び大きさ並びに人員 
（２） 走行距離 
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（３） 協力に従事した期間 
（４） その他必要となる事項 
２ 前項の協力を実施したときは、乙は速やかに前項各号に掲げる事項を記載し 
 た書面（様式２）を甲に提出しなければならない。 
 
（経費の負担） 
第８条 乙が実施した下水道施設等の応急措置の経費について、甲が負担するものとし、工事に係る積算

単価は災害発生時の甲の積算基準等によるものとする。 
２ 前項の経費内容の報告を行うときは、乙は速やかに書面（様式３）を甲に提出しなければならない。 
 
（補償） 
第９条  甲の要請により、この協定に基づいて下水道施設等の応急措置に従事した者がその活動により

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動により負傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となった場合の損害補償は、葉山町消防団員等公務災害補償条例（平成 16 年葉山町条

例第 11 号）の規定の限度において補償するものとする。 
２ 甲が前項により事故の補償をした場合には、乙はこれに対して何らの請求を求 

めないものとする。 
 
（連絡） 
第 10 条 乙は、応急対策等を円滑に実施するために必要な車両等の機器及び人員 

の把握に努め、甲が提出を求めたときには、速やかに支援協力が可能な会社、提 

供可能な車両等の機器及び人員を報告するものとする。 

（協定の効力） 
第 11 条 この協定は、締結の日から 1 年間をもって終了する。 
 
（協定の更新） 
第 12 条 この協定は、協定の終了前 30 日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方 

に文書を持って協定を延長しない旨の通知をしない場合は、この協定はさらに 1 
年間延長されたものとし、以後の期間についても同様とする。 

 
（協議事項） 
第 13 条 この協定に定めない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙が協議して定めるも

のとする。 
 
 この協定の成立を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する

ものとする。 
 
 
   令和５年８月 15 日 
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１４－１８ 災害時における応援者等受入に伴う宿泊体制の協力に関する協定書 

             
葉山町（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は、乙の協力の下に災害時における

高齢者の避難及びライフライン等復旧支援者の宿泊体制の確保を図ることについて次のとおり定め

る。 
 
（協力要請） 
第 1 条 甲は、災害時における高齢者の避難及びライフライン等復旧支援者のために宿泊施設が 

必要であると認めるときは、乙に対し協力を要請するものとする。 
 

（宿泊施設の名称及び所在地） 
第２条 本協定における施設の名称は、○○○であり、所在地は、葉山町○○○に位置する。 
 
（協力の範囲） 
第３条 乙は、協力の要請があったときは、可能な限り施設の提供に協力するものとする。ただし、

応急対策活動時点での一時的な施設提供とし、乙の業務の支障にならないことを原則とする。 
２ 協力体制における具体的内容については、別紙のとおりとする。 
 
（要請の方法） 
第４条 甲は、乙に協力を要請するときは、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する 

場合は、電話等により行い、事後速やかに当該文書を送付するものとする。 
 
（経費負担） 
第５条 宿泊施設に関する経費は、甲が負担するものとするが、第３条のとおり、乙の業務・営業等

の支障にならない範囲または、当該施設内の場所を特定しないことから費用については、甲乙協議

のうえ決定するものとする。 
 
（協議事項） 
第６条 この協定に定めない事項または疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 
 
（効力の発生） 
第７条 この協定は平成１８年９月１日から効力を発生するものとする。 
 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有するものと

する。 
 
 
平成１８年９月１日 
 

協定先一覧 

 締結先（乙） 第２条（名称） 第２条（住所） 

1 株式会社 湘南国際村協会 湘南国際村センター 葉山町上山口１５６０－３９ 

2 財団法人社会経済生産性本部 生産性国際交流センター 葉山町上山口１５６０－３８ 

３ 社会福祉法人全国社会福祉協議会 ロフォス湘南中央福祉学院 葉山町上山口１５６０－４４ 
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１４－１９ 災害時等における緊急受入れに関する協定書 

 
 葉山町（以下「甲」という。）と                （以下「乙」という。）は、災

害時における介護認定者や寝たきりの高齢者等の緊急受入れについて、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、葉山町内に地震、風水害、その他の災害が予想される場合（以下「災害時等」

という。）において甲が乙の運営する                に対し、緊急受入れを要

請するにあたり、円滑な連携及び対応が図られるよう必要な事項を定め、もって地域の高齢者福祉

の向上に資すものとする。 
 
（対応責任者） 
第２条 甲及び乙は、災害時等における対応が円滑に行われるよう、それぞれ責任者を定めるものと

する。 
 
（対応体制等の相互連絡） 
第３条 甲及び乙は、災害時等における連絡体制、対応窓口及び連絡方法について定めるとともに、

前条の責任者と併せて変更の都度、相互に確認するものとする。 
 
（受け入れ可能人員等の協議） 
第４条 甲及び乙は、本協定締結後、乙が運営する当該施設の緊急受け入れ可能人員及び支援者等の

確保計画及び必要な物資の調達等について協議し、調整を行うものとする。 
 
（発災時の情報提供） 
第５条 乙は、災害時等があった場合、乙の施設の被害状況、地域の状況等をあらかじめ甲及び乙が

協議して定める事項について取りまとめのうえ、定期的に甲に連絡するものとする。 
２ 甲は、災害等があった場合、町内の被害状況、被災住民の状況、復旧の見込、他の高齢者福祉施

設等の被害状況等あらかじめ甲及び乙が協議して定める事項について取りまとめのうえ、定期的に

乙に連絡をするものとする。 
 
（発災時の避難者受入れ要請） 
第６条 甲は、災害時等に介護認定者及び寝たきりの高齢者等であって、在宅で生計を営んでいるも

ののうち、避難場所に一定の期間滞在するのに困難であると判断した者に限り、乙に対し受け入れ

を要請することができるものとする。 
２ 甲は、受け入れを要請する場合、乙に対し受け入れ可能人員を確認し、対象者の氏名、住所、連

絡先、受け入れ期間、身元引受人、心身の状況等を乙に報告するものとする。ただし、急を要する

場合はこの限りではない。 
 
（発災時の人的支援） 
第７条 甲及び乙は、他施設への人的支援をできる限りするよう努めるものとする。 
（発災時の物的支援） 
第８条 甲は、災害時等に援助物資及び搬送手段の把握、確保を行うものとする。 
２ 甲は、自主的に、又は乙からの要請により、援助物資を乙に搬送するものとする。 
 
（発災時の他施設活用） 
第９条 甲は、乙の施設が被災し、現に入居している利用者が一時避難をする必要が生じた場合には、

受け入れが可能な施設の調査、把握を行い、速やかに一時避難ができるよう措置するよう努めるも

のとする。 
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（発災時の被災状況等記録） 
第１０条 乙は、災害時等において可能な限り写真等を用いて、乙施設の被災状況等を記録し、速や

かに甲に報告するものとする。 
 
（必要経費） 
第１１条 甲の要請により乙が緊急受入れをした場合に要する経費は原則甲が負担するものとし、シ

ョートステイの算定が可能な条件が整った場合に限り、介護保険又は高齢者福祉事業による算定に

切り替えることができる。 
   
（協定の期間） 
第１２条 この協定の期間は、平成２０年３月２４日から平成２１年３月３１日までとする。ただし、

甲及び乙から期間満了１ヶ月前までに相手方に対し、書面等による意思表示がない場合は、本協定

を１年間更新し、以降も同様とする。 
 
（疑義） 
第１３条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、別に甲乙協議して定めるものとす

る。 
 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各一通を保有す

る。 
 
 
 平成２０年３月２４日 

 
 

協定先一覧 

 第１条（名称） 所在地住所 

1 介護老人福祉施設 葉山清寿苑 葉山町上山口１６６９ 

2 
医遼法人社団 相光会湘南グリ

ーン介護老人施設葉山 
葉山町一色２４４８－１ 

３ 葉山グリーンヒル 葉山町一色２４４８－６ 
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１４－２０ 災害時における応急対策の協力に関する協定 

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、葉山町内で災害が発生した場合、葉山町（以下「甲」という。）が社団法人神奈

川自動車整備振興会鎌倉支部（以下「乙」という。）に対し、被災者救援や道路上に放置され

た自動車等の障害物除去に関する応急対策業務について、協力を要請するために必要な事項

を定めるものとする。 
 
（業務内容） 
第２条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、災害時において乙が所有する資機材を利用して

行う被災者救援、道路上に放置された自動車等の障害物の除去、その他甲が必要と認める業務でか

つ、乙が対応可能な業務とする。 
２ 平常時においても乙は町や地域自主防災組織等が実施する防災訓練等に積極的に協力するとと

もに、地域の防災力の強化に協力する。 
 
（要請） 
第３条 甲は、被災者救援や道路上に放置された自動車等の障害物除去等に関する応急対策業務の必

要があると認めたときは、乙に対してその業務を要請することができる。 
２ 乙は、前項の要請があったときは、可能な限り甲に協力する。 
 
（要請の手段） 
第４条 甲は、前条の規定により業務の要請を行う場合は、乙に対し電話または口頭にて連絡し、後

日次の事項を明らかにした文書を提出するものとする。 
（１）災害の状況及び要請する理由 
（２）協力内容 
（３）作業場所 
（４）必要な人員 
（５）その他必要な事項 
 
（実施報告） 
第５条 乙は、前２条の規定により業務を実施した場合は、次に掲げる事項を文書により甲に報告す

るものとする。 
（１）業務に従事した人員 
（２）業務実施場所 
（３）業務にかかった時間 
（４）協力業務内容 
（５）その他必要な事項 
 
（費用負担） 
第６条 この協定に基づき甲が要請し、乙が実施した業務に要した費用は原則として乙が負担するも

のとする。 
 
（災害補償） 
第７条 この協定に基づき業務に従事した者が、負傷、疾病、障害又は死亡した場合の災害補償につ

いては、労働者災害補償（昭和２２年法律第５０号）及びその他の法令による。 
 
（その他） 
第８条 乙は全員等に移動が生じた場合は、速やかに会員名簿等を甲に提出するものとする。 
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（連絡責任者） 
第９条 協定に係る連絡を正確かつ円滑に行うため、甲及び乙は、それぞれの連絡責任者を定めてお

くものとする。 
 
（協議事項） 
第１０条 この協定に定めない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度双方誠意ある協議

を行うものとする。 
 
（有効期間） 
第１１条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、期間満了日の３ヶ月前まで

に甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは１年間延長し、以後も同様とする。 
 
 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙署名のうえ、各１通を保有するものとす

る。 
 
 
 平成２０年７月１０日 
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１４－２１ 災害時における自転車調達及び整備に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と神奈川県自転車商協同組合（以下「乙」という。）は、災害時にお

ける支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は葉山町内に地震、台風その他の様々な事象により被害が発生し、又は発生するお

それのある場合（以下「災害時」という。）において、乙の積極的な協力を得ることにより、甲が

使用する自転車の確保を図り、迅速かつ円滑な応急対策に資することを目的とする。 

 

（協力の要請等） 

第２条 甲は、乙に協力を要請する場合は、業務の内容、日時、場所、その他必要な事項を明確にし、

文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により要請し、事後文書を

提出するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲からの要請を受けたときは、他の業務に優先して積極的に協力するものとする。 

 

（協力の内容） 

第４条 甲が乙に要請する協力の内容は、災害時における甲が使用する自転車の調達及び整備、その

他甲が必要と認める業務であり、乙が対応可能な業務とする。 

 

（経費の負担等） 

第５条 応援の調達にかかる経費は、甲が負担するものとし、乙の応援費用は、災害発生直前におけ

る適正価格をもって決定する。 

 

（補償） 

第６条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責めに帰することの

できない理由により死亡または負傷し、疾病にかかり、若しくは身体に障害がある状態になった

ときは、その損害を葉山町消防団員等公務災害補償条例（平成 16 年年葉山町条例第 11 号）に準

じて甲が補償するものとする。 

 

（照会） 

第７条 甲及び乙は、この協定の締結にあたり、甲の要請により協力できる具体的な内容及び連絡体

制を相互に照会するものとする。 

２ 甲及び乙は、この協定の締結後、毎年４月に前項の協力内容及び連絡体制を相互に照会するもの

とする。 

 

（有効期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年 3月 31 日までとする。 

ただし、期間満了の１箇月前までに、甲乙いずれかから協定の解除又は変更の申し出がないとき

は、期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じた事項については甲乙

協議の上、決定するものとする。 

 

 上記協定締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

平成２４年６月１２日 
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１４－２２ 災害時の動物救護活動に関する協定書 

 
鎌倉市、逗子市及び葉山町（以下「甲」という。）と湘南獣医師会（以下「乙」という。）は、鎌倉

市、逗子市及び葉山町内において、地震、風水害等の大規模災害が発生した時（以下「災害時」とい

う。）の動物救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が行う災害時の救護活動等のうち、特に動物の救護活動について乙が応援、

協力することに関し必要な事項を定める。 

（対象動物） 

第２条 救護活動の対象となる動物は、犬及び猫とする。 

２ 前項に定めのない動物を救護活動の対象とする場合は、甲と乙が協議のうえ、決定する。 

（応援活動の要請） 

第３条 甲は、災害時に救護活動の必要があると認めるときは、乙に対して応援活動を要請すること

ができる。 

（応援活動） 

第４条 前条の規定により甲の要請があった場合、乙はその会員の保有する施設等において、動物の

健康相談その他動物救護活動に必要な措置並びに所有者不明の動物の保護収容、治療及び情報提供

に努めるものとする。 

（応援活動の停止） 

第５条 乙は、応援活動が極めて困難又は不可能と認める場合は、甲に対して応援活動の要請の解除

を申し入れることができる。この場合において、甲は、乙と協議のうえ、応援活動の要請を解除す

ることができる。 

２ 甲は、応援活動を継続する必要性がないと認められる場合は、乙と協議して応援活動の要請を解

除することができる。 

（その他） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に関して疑義が生じた事項については、甲と

乙が協議のうえ、決定する。 

 

この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、当事者記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成２４年 月 日 
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１４－２３ 災害時における相互応援に関する協定 
 

草津町と葉山町は、両町が姉妹都市提携の盟約の締結町であることにかんがみ、いずれかの町域に

おいて災害が発生した場合に、被災町の要請にこたえ、応急対策及び復旧対策について相互に応援す

るため、次のとおり協定を締結する。 

 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）常備消防隊の派遣 

（２）応急復旧活動等に必要な人員の派遣及び車両等の提供 

（３）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（４）食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

（５）ボランティアのあっせん 

（６）児童及び生徒の受入れ 

（７）被災者に対する住宅のあっせん 

（８）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 

（応援要請の手続き） 

第２条 応援を要請する町（以下「要請町」という。）は、次に掲げる事項を明らかにし、 

文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話等により応援を要請し、 

その後速やかに文書を提出するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号及び第２号に掲げる応援を要請する場合にあっては、人員の役割及び 

人数並びに車両等の種類及び台数 

（３）前条第３号及び第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、 

数量等 

（４）応援場所及び応援場所への経路 

（５）応援の期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

（応援の実施） 

第３条 応援を要請された町（以下「応援町」という。）は、極力これに応ずるものとする。 

 

（応援のため派遣された人員の指揮） 

第４条 応援のため派遣された人員は、要請町の長の指揮の下に活動するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として要請町の負担とする。ただし、本協定の趣旨を 

踏まえ、応援町は応分の負担をするものとする。 

 

２ 前項の費用負担の具体的な内容は、被災の程度、応援の実態等を考慮し、その都度両町が協議し

て定めるものとする。 

 

（災害補償等） 

第６条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

その活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はそ

の遺族に対する補償は、応援町が負うものとする。 
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２  応援活動に従事した職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が要請町への

往復途中に生じたものを除き、要請町がその賠償の責めを負うものとする。 

 

（資料の交換） 

第７条 両町は、この協定による応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を相互

に交換するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、両町が協議して決定するもの

とする。 

 

 

  この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、当事者署名の上、各１通を保有する。 

 

平成２４年 ７月２７日 
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１４－２４ 災害時における放送等に関する協定 

 
 葉山町(以下｢甲｣という。）と、株式会社ジェイコム湘南(以下｢乙｣という。）は、災害および防災

に関する情報(以下｢災害情報｣という。）の放送等に関して、次のとおり協定（以下「本協定」という。）

を締結する。 

 
（目的） 
第１条 本協定は､葉山町の区域内で災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定

する災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下｢災害時｣という。）において、町民に

迅速かつ正確な情報を伝達するための災害情報の放送等について、必要事項を定める。 

（災害情報の提供及び要請） 

第２条 甲は、災害時に乙に対して速やかに災害情報を提供し、放送を要請することができる。 
（要請の手続き） 
第３条 甲が前条の要請を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書を乙の委託事業者であ

る株式会社ジュピターテレコム関東メディアセンターに要請するものとする。 

（１）放送要請の理由 

（２）依頼する放送の内容 

（３）希望する放送の日時 

（４）その他必要な事項 

２ 前項の要請の連絡先は、別紙１のとおり定めるものとする。 

３ 要請は災害情報放送要請書（第 1 号様式）により、メールおよびファック 

スを用いて行う。ただし、これに寄りがたい場合は口頭、電話等にて要請し、 

その後速やかに甲は文書を提出するものとする。 
（災害情報の放送） 
第４条  乙は、第２条に定める要請を受けたときは、甲から依頼された事項に 

関して、放送の形式、内容、時刻をその都度決定し、可能な限り放送するものとする。 

（災害情報の活用） 
第５条  甲がインターネットや広報紙等で発信済の情報および第２条で乙に要 

請した情報について、緊急性の如何に関わらず乙は自ら運営する放送やイン 
ターネット等を通じて発信できるものとする。 

 
（協力体制の整備） 
第６条 災害時における協力体制を整備するため、甲乙において防災計画の状況、協力要請事項等に

ついて必要に応じて情報の交換を行う。 

（有効期間） 
第６条 本協定の有効期間は、平成 25 年 5月 21 日から平成 26 年 5 月 20 日まで 

とする｡ただし､期間満了の日の３ケ月前までに甲乙いずれからも申し出がないときは､さらに、１

年間延長するものとし、以後も同様とする。 
（協議） 
第８条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。 

 
本協定書は、２通作成し甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 
 
 
平成２５年５月２１日 
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１４－２５ 災害時における食料物資の供給に関する協定書 

 
 葉山町（以下「甲」という。）と石井食品株式会社（以下「乙」という。）との間において、次の

とおり災害時における食料物資の供給に関する協定を締結する。  
（趣旨） 
第１条 本協定は、地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という）が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に、甲に対し乙が迅速かつ円滑に食料物資の供給を行うために必要な事項を定めるものと

する。 
（供給の実施） 
第２条 本協定に定める災害時の食料物資の供給は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対

する要請に基づき実施するものとする。 
（食料物資の種類、数量） 
第３条 食料物資の種類は、乙が取り扱っているもので、かつ、供給可能なものとするが、原材料に

含まれるアレルギー物質が明記されている製品とし、数量については、甲の要望に対して乙が供給可

能と回答した数量とする。 
（要請手続） 
第４条 甲は、供給を受けようとする場合には、食料物資の種類、数量、受渡場所、受渡方法、受渡

日時等を明らかにし、乙に食料物資供給要請書（様式１）により要請するものとする。 
また、供給完了時には、食料物資供給報告書（様式２）により、内容を双方で明らかにするものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請できるものとする。 
（食料物資の運搬、受渡し） 
第５条 乙の甲に対する食料物資の受渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、受渡し場所ま

での食料物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙又は乙の指定する者に

よる運搬が困難である場合は、甲又は甲の指定する者が受渡し場所までの食料物資の運搬を行うもの

とする。 
（経費の負担） 
第６条 食料物資の対価及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとす

る。 
２ 前項の食料物資の対価は、災害発生直前における適正な価格を基準とし、甲、乙協議の上決定す

るものとする。 
（連絡先等確認） 
第７条 食料物資の要請及び供給を円滑に行うため、甲、乙双方の連絡先及び 
連絡責任者を連絡担当者確認書（様式３）のとおり定めるものとする。 
この場合において、内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。 
（有効期間） 
第８条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、協定締結の日から１年間とする。ただ

し、協定期間が満了する１ヶ月前までに、甲、乙いずれからも特段の意思表示がないときは、本協定

は同一条件でさらに１年間更新されるものとし、その後においても同様とする。 
（協議事項） 
第８条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って甲、乙協議

の上決定するものとする。 
 
 以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自それぞれ１通を保有す

る。 
 
平成２５年５月２１日 
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１４－２６ 災害時における車両等の燃料の調達に関する協定書 

 
 葉山町（以下「甲」という。）と〇〇〇（以下「乙」という。）は、石油燃料の調達を必要とする災
害等が発生した場合における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第１条 この協定は、葉山町内に地震、台風その他の様々な事象（以下「災害時」）により被害が発

生した場合において、災害等の際に必要な石油燃料の安定確保に関し、甲が乙に対して協力を求め、
乙の保有している石油燃料の供給を受けることで、迅速かつ円滑な応急対策の実施及び行政機能の
保全を目的とする。 

（協力の要請） 
第２条 甲は、災害等が発生し又は発生する恐れがある場合において石油燃料を調達する必要が生じ、

乙に対して協力を要請する場合には、品名、数量等その他必要な事項を明確にして、文書または口

頭で要請するものとする。なお、口頭で要請した場合においては事後、文書を提出するものとする。 
（協力の内容） 
第３条 甲が乙に要請する協力内容は、次の各号に掲げるものとし、乙は前条に掲げる甲の要請を受

けたときは、特別の事由がない限り、速やかに協力をするものとする。 
 １ 給油取扱所における公用車両への石油燃料の優先給油 
 ２ 石油燃料の指定場所への搬送 
 ３ その他石油燃料を必要とする場所における供給 
（費用の負担） 
第４条 この協定に基づき、乙が供給した石油燃料の対価及び乙が行った運搬等の費用、その他乙が

行った業務に要した費用は、原則として甲が負担するものとする。 
（請求及び支払） 
第５条 乙が業務を終了した後、速やかに甲に報告し、前条に定める対価及び費用を甲に請求するも

のとする。 
２ 甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認の上支払うものとする。 
（補償） 
第６条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責めに帰することの

できない理由により死亡または負傷した場合は、葉山町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年

葉山町条例第１９号）の規定の限度において補償するものとする。 

２ 甲が前項の規定に基づいて事故の補償をしたときは、乙は、その後当該事故に伴う補償を求めな

いものとする。 
（照会） 
第７条 甲及び乙は、この協定の締結にあたり、甲の要請により協力できる具体的な内容及び連絡体

制を相互に照会するものとする。 
２ 甲及び乙は、この協定締結の後、原則として毎年前項の協力内容及び連絡体制を相互に照会する

ものとする。 
（有効期間及び更新） 
第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲または乙が文書をもっ

て協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 
（協議） 
第９条 この協定に定めない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙協

議の上、決定するものとする。 
 
 上記協定締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

平成２５年  月  日 
 締結先 締結日 
１ 神奈川県石油商業協同組合神奈川南部支部 平成２５年６月１日 
２ シナネン石油株式会社 

平成２５年７月１６日 ３ 株式会社葉山マリーナー 
４ 神奈川県漁業協同組合連合会 
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１４－２７ 災害時における生活必需物資等の調達に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、生活必需物資等の調達を必要

とする災害等が発生した場合における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内に地震、風水害等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合（以下「災害時」という。）において、甲が行う応急措置業務に必要な生活必需物資等の安定確

保を図り、迅速かつ円滑な応急対策の実施及び行政機能の保全をすることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において必要と認めるときは、生活必需物資等の優先供給の協力を 

要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により要請し、その後速やかに文書を提出

するものとする。 

（協力） 

第３条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、生活必需物資等の優先供給について、速

やかに協力をするものとする。 

２ 物資の供給は、乙が現に保有し、又は確保できる数量の範囲とする。 

（費用の負担） 

第４条 この協定に基づき、乙が供給した生活必需物資等の対価及び運搬その他の費用は、甲が負担

するものとする。 

２ 前項の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。 

（請求及び支払） 

第５条 乙は、甲の要請により第 3 条に規定する供給を実施したときは、速やかにその実施内容を甲

に報告し、前条第 2項に定める対価及び費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認の上速やかに支払うものとする。 

（照会）  

第６条 甲及び乙は、この協定締結の後、原則として毎年、協力内容及び協力を行うための連絡体制

を相互に照会するものとする。 

（有効期間及び更新） 

第７条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了

を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙

協議の上、決定するものとする。 

 この協定締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

   

 締結先 締結日 

１ ウエルシア薬局株式会社 
平成２８年８月８日 

２ 株式会社クリエイトエス・ディー 
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１４－２８ 災害時における石油燃料の供給に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と株式会社 富士オイル（以下「乙」という。）は、石油燃料の供給

を必要とする災害等が発生した場合における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内に地震、風水害等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合（以下「災害時」という。）において、甲が行う応急措置業務等に必要な石油燃料の安定確保を

図り、迅速かつ円滑な応急対策の実施及び行政機能の保全をすることを目的とする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において必要と認めるときは、乙に対して文書により石油燃料の優先供給の協

力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により要請し、その後速やかに文書を

提出するものとする。 

（協力） 

第３条 乙は前条の規定による甲の要請を受けたときは、次に掲げる石油燃料の優先供給について、

速やかに協力をするものとする。 

（1）給油取扱所における公用車両への石油燃料の優先給油 

２ 石油燃料の供給は、乙が現に保有し、又は確保できる数量の範囲とする。 

（費用の負担） 

第４条 この協定に基づき、乙が供給した石油燃料の対価、その他の費用は、甲が負担するものとす

る。 

２ 前項に規定する対価は、原則として災害直前における燃料単価を基準として、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（請求及び支払） 

第５条 乙は、甲の要請により第３条に規定する供給を実施したときは、速やかにその実施内容を甲

に報告し、前条に定める対価を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項による乙の請求があったときは、その内容を確認の上速やかに支払うものとする。 

（補償） 

第６条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく、乙の供給業務に従事した者が、その者の責めに帰

することのできない理由により死亡又は負傷した場合は、葉山町消防団員等公務災害補償条例（昭

和４１年葉山町条例第１９号）の規定の限度において補償するものとする。 

２ 甲が前項の規定に基づいて事故の補償をしたときは、乙は、その後当該事故に伴う補償を求めな

いものとする。 

（照会） 

第７条 甲及び乙は、この協定締結の後、定期的に連絡体制並びに石油燃料の使用及び保有の状況を

相互に照会するものとする。 

（有効期間及び更新） 

第８条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了

を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙

協議の上、別途定めるものとする。 

 

 この協定締結の証として本協定書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

平成２８年８月３０日 
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１４－２９ 災害時等における地図製品等の供給等に関する協定書 

 
葉山町（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第１号に定

める災害時等において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること等につい

て、以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

(1)  甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に規定する災害、武力攻撃事態等における国民保護

のための措置に関する法律第２条第１項に規定する武力攻撃事態等、国民保護法第１７２条第１

項に規定する緊急対処事態又は葉山町地域防災計画に規定する災害（以下「災害等」という。）

が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害等対応体制をとったときの、乙の地図

製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。 

(2)  前号に規定する場合以外の地図製品等の提供及び利用等に関すること。 

(3)  甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与

する地図の作成を検討・推進することにより、町民生活における防災力の向上に努めること。 

 

（定 義） 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)  災害等対応体制  災害対策基本法第２３条の２に基づく災害対策本部の設置並びに葉山町地

域防災計画及び葉山町国民保護計画に基づく町の配備体制をいう。 

(2)  平常時  災害等対応体制以外の時期をいう。 

(3)  住宅地図  葉山町全域を収録した乙の住宅地図帳をいう。 

(4)  広域図  葉山町全域を収録した乙の広域地図をいう。 

(5)  ZNET TOWN  乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」をいう。 

(6)  ID 等  ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードをいう。 

(7)  地図製品等  住宅地図、広域図及び ZNET TOWN の総称をいう。 

 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条  乙は、甲が災害等対応体制をとったときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品

等を供給するものとする。 

２  地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

３  甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。）

を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請でき

るものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

４  乙は、地図製品等を供給するときは、甲に別途定める物資供給報告書を提出するものとする。 

５  本条に基づく地図製品等の供給に係る対価は、災害発生直前の適正な価格を基準に甲乙別途協議

の上決定するものとする。 

 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条  乙は、前条第１項の規定による地図製品等の供給とは別に、本協定締結後、甲乙別途定める

時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。

この場合において、当該貸与に係る対価については、無償とする。 

２  甲は、前項の規定により乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善

良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新

版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住

宅地図及び広域図を引き取り、更新版と差し替えることができるものとする。 
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３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知した上で、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認

することができるものとする。 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、第１条第(1)号に基づき災害等対応体制をとったときは、災害応急対策及び災害復旧・

復興等にかかる資料として、第３条第１項又は第４条第１項の規定により乙から供給又は貸与され

た地図製品等につき、次の各号に掲げるところにより利用することができる。 

(1)  災害等対応体制期間中の閲覧 

(2)  災害等対応体制期間中、甲乙間で別途協議の上定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、平常時に災害等対応体制に対応する訓練を実施するときに、甲

の当該防災業務を統括する部署において前条第１項の規定により乙から貸与された地図製品等に

つき、閲覧及び複製を行うことができる。 

３ 甲は、第１項の規定により住宅地図の利用を開始したとき又は第２項の規定により住宅地図の利

用を開始する前には、速やかに乙に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したと

きは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。 

４ 甲は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、平常時において、防災業務を目的として、甲の当

該防災業務を統括する部署において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができる。なお、甲は、

本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN を利用する

場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。 

 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、

災害等が発生し、又はそのおそれが生じた場合に備えるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から１年間とする。但し、当該有効期間満了の３ヶ月

前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に１年

間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

（協 議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもっ

て協議し解決に努めるものとする。 

 

以上、本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

 

平成２８年９月２日 
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１４－３０ 避難場所案内広告付電柱看板に関する協定書 

 

葉山町（以下「甲」という。）と東電タウンプランニング株式会社神奈川総支社（以下「乙」とい

う。）は、葉山町内における避難場所案内広告付電柱看板（以下「看板」という。）の掲出について、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内に看板を掲出することにより、町民等に対し災害時における避難場所

を周知するとともに、平時からの防災意識を啓発することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 看 板  乙の実施している電柱広告事業において、地元企業等が利用する電柱広告（巻広

告）に、避難場所の案内表示を掲載する広告をいう。 

(2) 避難場所 甲が定める避難場所をいう。 

(3) 広告主  本協定の趣旨に賛同する地元企業等をいう。 

 

（乙の業務） 

第３条 乙は、次に掲げる事項を誠実に履行するものとする。 

(1) この協定の趣旨に賛同する広告主を募り、第５条に基づき看板の掲出を行い、必要な維持管

理を行うこと。 

(2) 看板の掲出状況について、甲の求めに応じ報告を行うこと。 

(3) 避難場所の改廃により、看板の表示内容に変更が生じた場合は、甲と協議により必要な処置

を講じること。 

(4) 新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。 

 

（看板の仕様及び掲出） 

第４条 看板に記載する避難場所等案内表示は、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等を表示

することを原則とする。ただし、看板掲出場所と当該避難場所の位置関係や案内表示上適切でない

場合は、甲の指導により乙は広告主と協議するものとする。 

２ 避難場所等案内表示部分は看板の３割とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合、乙は広告受注または施設等の表示を行わない。 

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

(3) 政治活動、宗教活動及び思想活動に類するもの 

(4) 個人的宣伝に類するもの 

(5) 社会問題に関する主義主張 

(6) 美観風致を害する恐れがあるもの 

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

(8) その他、不適当であると甲が認めるもの 

 

（費用） 

第５条 看板の掲出にあたり、必要な費用は広告主及び乙が負担し、甲はその一切を負担しないもの

とする。 

 

（協議） 

第６条 この協定の実施に関し、必要な事項及び協定に定めのない事項、又は協定の解釈に疑義が生

じた場合は、甲、乙協議の上、決定するものとする。 
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（有効期間） 

第７条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲または乙が書面をもって協定

終了の通知をしない限り、その効力は継続するものとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙両者記名押印の上、各自その１通を保有す

るものとする。 

 

 

平成２８年１２月１６日 
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１４－３１ 災害発生時における葉山町と葉山町内郵便局の協力に関する協定 

 

神奈川県三浦郡葉山町（以下「甲」という。）と葉山町内郵便局（以下「乙」という。）は、葉山町

内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行

するために次のとおり協定する。 

 

（定義） 

第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

１号に定める被害をいう。 

 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、葉山町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力

を要請することができる。 

（１） 緊急車両等としての車両の提供 

(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。) 

（２）甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成し 

た避難先リスト等の情報の相互提供 

（３）郵便局ネットワークを活用した広報活動 

（４）災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

  ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除 

工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

（５）乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供 

（６）避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこ

れらを確実に行うための必要な事項(注) 

（７）株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 

（８）前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

（注）避難者情報確認シート (避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。 

 

（協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない

範囲内において協力するものとする。 

 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別

段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。 

２ 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。 

 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。 
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（連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。 

甲 葉山町総務部防災安全課長 

乙 日本郵便株式会社 葉山郵便局長 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、２０１７年３月１０日から２０１８年３月３１日までとする。ただ

し、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年

度も効力を有するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

 締結先 締結日 

１ 日本郵便株式会社葉山郵便局 

平成２９年３月１０日 ２ 日本郵便株式会社葉山一色郵便局 

３ 日本郵便株式会社葉山堀内郵便局 

 

  

-204-



１４－３２ 災害時における物資の受入及び輸送等に関する協定書 

 

 葉山町（以下「甲」という。）とヤマト運輸株式会社横浜主管支店（以下「乙」という）は、災害

時における物資の受入及び輸送等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、町内で大規模な地震、風水害その他の災害等が発生した場合に、乙が甲の協力

要請に対して支援し、被災者に対して食料・生活必需品等の物資（以下「物資」という。）の安定

供給を行うことにより、被災者生活の安定を図ることを目的として、甲が乙に対して行う物資の

受入及び輸送等の要請手続き等必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時の物資の輸送等のための車両が不足するとき、又は必要とするときは、乙に対

して協力を要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して、物資の輸送等の円滑な実施のため、葉山町災害対策本部及び集配拠点へ、乙

の職員の出動を要請することができる。 

３ 甲は、物資の輸送等に必要な施設や資機材の提供について、乙に対して協力を要請することがで

きる。 

４ 甲は、乙に対して、物資の保管のための倉庫施設の賃借を要請することができる。 

 

（協力事項） 

第３条 乙は、発災時に甲が予め乙に提供する防災関係資料を活用し、避難者に対して避難場所の案

内をするよう努める。 

２ 甲は、防災関係資料のデータ等を乙に提供するものとする。 

３ 防災関係資料の更新は、甲が行うものとする。 

 

（要請手続） 

第４条 甲は、災害時等に乙の支援が必要であると認めるときは、支援要請書（第１号様式）により

乙に協力を要請するものとする。ただし、当該要請書で要請するいとまがないときは、口頭又は電

話等の方法により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に対し、支援内容回答書（第２号様式）により甲に回答するものとする。た

だし、当該回答書で回答するいとまがないときは、口頭又は電話等の方法により回答し、事後速や

かに文書を提出するものとする。 

（支援内容） 

第５条 甲の要請を受けた乙は、自己の業務に支障がない可能な範囲で、甲の施設、甲が指定した物

流拠点及び災害時物資等の供給協力店舗等から地区防災拠点等への物資の輸送等、甲の要請を支援

するよう努める。 

 

（支援活動中の告知） 

第６条 乙が前項に規定した支援に従事する場合は、使用する車両にその旨を表示させるよう努める。 

 

（報告） 

第７条 乙は、本協定に基づく支援を実施したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲

に報告するものとし、事後、業務実績報告書（第３号様式）を提出するものとする。 

(1)  従事者名簿 
(2)  従事日、走行距離 
(3)  使用した車両、施設、資機材 
(4)  本協定に基づく協力に要した経費 
(5)  その他必要な事項 
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（経費の負担） 

第８条 乙が第５条に規定した支援に要した経費は、甲が負担する。 

 

（経費の請求） 

第９条 乙は、第８条に規定した経費を集計し、甲に一括して請求するものとする。 

 

（経費の支払い） 

第１０条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。 

 

（価格の決定） 

第１１条 甲が負担する経費の価格は、法令その他で定めがあるものを除くほかは、次の価格を参考

として、別途、甲乙間の協議にて決定する。 

(1)  乙の施設及び資機材の使用料は、時価相場相当を基準とする。 
(2)  荷役作業に関わる人件費は、日当費相当を基準とする。 
(3)  輸送料は、乙の国土交通省届出料金を基準とする。 
 

（機密の保持及び情報提供） 

第１２条 甲及び乙は、本協定に基づく業務等の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用して

はならない。業務等が終了し、又は本協定が解除された後についても同様とする。 

 

（燃料の支援） 

第１３条 甲は、乙が第５条に規定する支援を実施するに当たり、燃料等の優先供給に配慮するものとする。 

 

（災害時の情報提供） 

第１４条 乙は、発災時や物資の輸送等の活動中に覚知した災害情報を、甲に提供するよう努める。 

 

（通知） 

第１５条 甲は、災害時における円滑な輸送等の協力が図れるよう、役場、消防本部、消防署、各防

災資機材備蓄場所及び地区防災拠点等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知す

るものとする。 

 

（協定実施の円滑化） 

第１６条 甲及び乙は、本協定に基づく協力が円滑に行われるよう、次により相互の連携を図るもの

とする。 

(1)  甲は、その主催する防災訓練に乙の参加の要請をすることができる。この場合において、乙は、
甲から防災訓練参加の要請があった場合は、積極的に参加するよう努める。 

(2)  本協定の実効性を高めるため、定期的に協議を実施するものとする。 

 

（協議） 

第１７条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施に関して必要な事項は、その都度、甲乙両者が

協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１８条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、期間

満了の日の１ヶ月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示をしない限り、1 年間延長するものと

し、以降も同様とする。 

２ 甲又は乙から本協定の解除を申し出た場合は、両者協議のうえ解除することができる。 

 

 以上、本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。 

 平成２９年３月２２日  
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１４－３３ 災害時における支援物資配送拠点としての協力に関する協定書 

 

葉山町（以下「甲」という。）と葉山町商工会（以下「乙」という。）は、葉山町内に災害が発生し

た場合に支援物資の指定配送拠点として、甲が乙の管理する土地及び工作物を使用することについて

次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、葉山町内で大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」

という。）に甲が行う災害応急活動等に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 甲は、災害時乙に対し、次の事項の協力を要請することができる。 

（1） 支援物資受入及び配送に必要な土地及び工作物の提供 

 

（使用施設） 

第３条 この協定における土地及び工作物は、ＳＨＯＰＰＩＮＧ ＰＬＡＺＡ ＨＡＹＡＭＡＳＴＡ

ＴＩＯＮ（葉山町長柄１５８３番地の１７）の店舗及び駐車場とする。 

 

（協力の要請） 

第４条 甲は、災害時において、支援物資の受入及び配送に必要と認めたときは、乙に対し、文書に

より協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やか

に文書を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から協力の要請があったときは、可能な限り土地及び工作物の提供に協力するものとす

る。 

 

（原状復帰） 

第５条 甲は、乙の土地及び工作物を使用した場合において、その使用を終えたときは、その土地及

び工作物を速やかに原状に復し、乙に返還するものとする。 

 

（使用料等） 

第６条 甲は、乙の土地及び工作物を無償で使用することができる。 

 

（有効期間） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を有ものとし、甲又は乙が文書をもって終了を通知しないか

ぎり、その効力を有する。 

 

（連絡体制） 

第８条 甲及び乙は、年に１度以上、協力内容及び協力を行うための連絡体制を相互に照会するもの

とする。 

 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めのない事項又は協定の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙協議

のうえ定める。 

 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

平成２９年３月１０日 
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１４－３４ 災害時の情報交換に関する協定 

 
 国土交通省関東地方整備局長 下保修（以下「甲」という。）と、葉山町長 森英二（以下「乙」

という。）とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 
 
（目  的） 
第１条 この協定は、葉山町の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合

において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等（以下、情報交換という）について定め、も

って、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。 
 
（情報交換の開始時期） 
第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 
一 葉山町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合 
二 葉山町災害対策本部が設置された場合 
三 その他甲または乙が必要とする場合 
 
（情報交換の内容） 
第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 
一 一般被害状況に関すること 
二 公共土木施設（道路、河川、ダム、砂防、都市施設等）の被害状況に関すること 
三 その他甲または乙が必要な事項 
 
（情報連絡員（リエゾン）の派遣） 
第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合

には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。 
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 

（平素の協力） 
第５条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備

に協力するものとする。 
 
（協議） 
第６条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙

協議のうえ、これを定めるものとする。 
 

本協定は、２通作成し、甲乙押印のうえ各１通を所有する。 
 
   平成２３年１０月１３日 
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１４－３５ 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定 
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１４－３６ 災害時等におけるドローンを活用した支援活動及び 

ドローンの利活用に関する連携協力に関する協定 

 

葉山町（以下「町」という。）、一般社団法人 地域再生・防災ドローン利活用推進協会（以下

「推進協会」という。）、推進協会神奈川第一支部（以下「支部」という。）及び一般社団法人 ド

ローン撮影クリエイターズ協会（以下「クリエイターズ協会」という。）は、災害時等における

ドローンを活用した支援活動及びドローンの安全で効果的な利活用に関する取組みを共同で推

進するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 町は、災害発生時及びその他必要と認めるときは、推進協会、支部又はクリエイターズ

協会に対してドローンを活用した支援活動（以下「支援活動」という。）を要請することがで

きる。 

２ 推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、町から支援活動の要請があったときは、特別の

理由がない限り速やかに支援活動を実施するものとする。 

３ 町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、葉山町内におけるドローンの安全で効果的

な利活用を推進するために連携し、相互に協力することとする。 

 （災害発生時における支援活動） 

第２条 町が推進協会、支部及びクリエイターズ協会に要請する災害発生時における支援活動

は、次に掲げる活動とする。 

（１）町が指定する地点におけるドローンを活用した情報の収集、被災者の捜索及び救助等 

（２）ドローンを活用した災害現場地図の作成支援 

（３）前各号に掲げるもののほか、町が災害対応に必要と判断し、要請した事項 

 （その他の場合の支援活動） 

第３条 町が推進協会、支部及びクリエイターズ協会に要請するその他必要と認める場合にお

ける支援活動は、次に掲げる活動とする。 

（１）ドローンの活用に関する技術的支援 

（２）ドローンの活動に関する技術的助言 

（３）ドローンの操作に関する技術指導 

（４）前各号に掲げるもののほか、町が必要と判断し、要請した事項 

 （連携協力の内容） 

第４条 町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会が連携し、相互に協力する内容は、次に掲

げる内容とする。 

（１）ドローンの安全運行及び有効活用に関する相互協力 

（２）ドローンに関する技術的情報及び制度的情報の相互共有 

（３）前各号に掲げるもののほか、ドローンの利活用に関する相互協力 

 （要請の方法） 

第５条 町が推進協会、支部及びクリエイターズ協会に支援活動を要請する場合は、活動内容を

明らかにしたうえ、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその

他の方法により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。 

 （手続） 

第６条 飛行許可の取得に係る手続き等、前条の要請に基づく支援活動を行う場合に必要な手

続きは、推進協会、支部及びクリエイターズ協会において行うものとする。 

 （報告） 

第７条 推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、支援活動を実施した場合、文書により町の

定める期限までに報告を行うものとする。 

 （費用の負担） 

第８条 支援活動の実施に要した費用は、原則として町が負担するものとする。 
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２ 前項の規定により町が負担する費用は、推進協会、支部及びクリエイターズ協会に町が要請

する支援活動の実施に要した実費とする。 

３ 前２項の請求があった場合は、支援活動の実施に要した費用を精査確認し、速やかにその費

用を支払うものとする。 

 （活動の支援） 

第９条 町は、推進協会、支部又はクリエイターズ協会による支援活動が円滑に実施できるよう、

可能な限り支援を行うものとする。 

 （事故等） 

第 10 条 推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、町の要請に基づく支援活動の実施に際し、

事故等が発生したときは、町に対して文書により報告し、協議の上、適切な措置を講じるもの

とする。ただし、文書をもって報告する時間的余裕がない場合には、口頭によるものとし、そ

の後速やかに文書を提出するものとする。 

 （損害の補償） 

第 11 条 本協定に基づく支援活動に従事した者が、その者の責に帰することができない理由に

より負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、次に掲げる場合を除き、町、推進協会、支部

及びクリエイターズ協会はその補償について誠意をもって協議するものとする。 

（１）支援活動に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき、推進協会、支部、クリエイターズ協会又は支援活動に従事した個人が締

結した損害賠償保険契約により保険給付を受けることができる場合 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償請求を受けること

ができる場合 

 （秘密の保持） 

第 12 条 町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、本協定に基づく支援活動において知

り得た町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会並びに第三者の秘密を漏らし又は利用し

てはならない。支援活動終了後についても同様とする。 

 （連絡責任者の指定） 

第 13 条 本協定の円滑な運用に資するため、町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、

事前に連絡担当者を定め、相互に報告するものとする。 

２ 町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会は、連絡担当者に変更が生じた場合は遅滞なく

その旨を報告するものとする。 

 （協定の効力及び更新） 

第 14 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に町、推進協会、支部及びクリエイターズ協会のいずれからも協定解消の申し出がない場合は

協定期間を１年間延期するものとし、以後も同様とする。 

２ 前項の解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で申し出るものとする。 

 （協議） 

第 15 条 本協定に定めのない事項については、その都度、町、推進協会、支部及びクリエイタ

ーズ協会により協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、町、推進協会、支部及びクリエイターズ協

会記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。 

 

 

 平成 30 年６月 25 日 
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１４－３７ 災害時における応急対策の実施に関する協定 

 

 葉山町（以下「町」という。）と葉山町商工会（以下「商工会」という。）とは、次のとおり協

定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、葉山町域で地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生が予想さ

れる場合の応急対策の実施について必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 町は、応急対策を実施する必要があると認めたときは、商工会に対し、協力を要請する

ものとする。 

２ 前項の規定による要請（以下「協力要請」という。）は、応急対策協力要請書（第１号様式）

により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに書面を提

出するものとする。 

３ 商工会は、協力要請を受けたときは、応急対策に必要な人員等を出動させ、町の指示に従い

応急対策を実施するものとする。 

（応急対策の内容） 

第３条 協力要請に基づき行う応急対策は、次に掲げる業務とする。 

（１）避難所等の公共施設の応急補修 

（２）災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第４条第１項第６号に規定する応急修理 

（３）その他町が必要と認める業務 

（協力体制の整備） 

第４条 商工会は、協力要請を受けた場合に速やかに応急対策を実施できるよう、常に商工会の

工業委員会や葉山町住宅協会に属する会員の出動体制及び被害状況に応じた資機材の供給体

制を整備するものとする。 

（報告） 

第５条 商工会は、協力要請に基づく応急対策を完了したときは、応急対策完了報告書（第２号

様式）を、延滞なく町に提出するものとする。 

（費用負担） 

第６条 協力要請に基づき商工会が実施した応急対策に要した費用は、町が負担するものとす

る。 

２ 前項の費用の額及び支払方法等については、町と商工会が協議のうえ決定するものとする。 

（損害補償） 

第７条 協力要請に基づき応急対策に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は障害を有することとなった場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する損害の補償

については、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50号）を適用する。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 31年３月 31 日までとする。ただし、こ

の期間満了の１か月前までに、町、商工会いずれからも協定解除の申し出がないときは、さら

に１年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、町と商工会が協議して

定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、町、商工会双方記名押印の上、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

平成 30 年 12 月 12 日  
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１４－３８ 災害に係る情報発信等に関する協定 

 

葉山町及びヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、次の

とおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、葉山町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、葉山

町が町民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ葉山町の行政機能の低下を軽減させるた

め、葉山町とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

 （本協定における取組み） 

第２条 本協定における取組みの内容は次の中から、葉山町及びヤフーの両者の協議により具

体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

（1）ヤフーが、葉山町の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、

葉山町の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の

閲覧に供すること。 

（2）葉山町が、町内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常

時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（3）葉山町が、町内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら

の情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（4）葉山町が、災害発生時の町内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所における

ボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上

に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

（5）葉山町が、町内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフー

が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く

周知すること。 

（6）葉山町が、町内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する

所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

２ 葉山町及びヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及

びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連

絡するものとする。 

３ 第１項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、葉山町及びヤフーは、両者

で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

（費用） 

第３条 前条に基づく葉山町及びヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものと

し、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

 （情報の周知） 

第４条 ヤフーは、葉山町から提供を受ける情報について、葉山町が特段の留保を付さない限り、

本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービ

ス以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただし、

ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

-227-



 （本協定の公表） 

第５条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、葉山町及びヤフーは、その時期、

方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 （本協定の期間） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定締結日から１年間とし、期間満了前までにいずれかの当事

者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされな

い限り、本協定はさらに１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 （協議） 

第７条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、葉山町及

びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、葉山町とヤフー両者記名押印のうえ各１通を

保有する。 

 

 

令和２年５月 28日 
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１４－３９ 災害時における施設等の利用に関する協定 

 

葉山町（以下「甲」という。）と第一三共株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における

甲が行う災害対策への乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合   に

おいて、甲の協力要請に基づき、甲が乙の所有する神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560 番地の

４に所在する施設である第一三共 ＮＥＸＵＳ ＨＡＹＡＭＡの敷地及び施設（以下「施設等」

という。）を避難所として利用する際の、必要な事項を定めることを目的とする。 

（範囲） 

第２条 甲が利用することのできる施設等の範囲は次のとおりとする。 

（１）セミナールーム（１階、２階） 

（２）アトリウム等のパブリックスペース（１階） 

（利用の協力要請） 

第３条 甲は、葉山町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、葉山町地域

防災計画に定める施設等だけでは、災害対策業務に支障が生じると判断した場合、避難所、物

資集積場所及び支援車両等の駐車場（以下「避難所等」という。）として利用するため、乙に

対し、前条に掲げる施設のうち必要な範囲において、利用の協力要請することができる。 

２ 前項の協力要請は、別記第１号様式の提出により行うものとする。ただし、当該様式を提出

するいとまがないときは、口頭、電話等により協力要請することができるものとし、後日速や

かに書面を提出するものとする。 

（利用の承認） 

第４条 乙は、甲からの第３条第２項の協力要請に基づき、施設の利用が必要と認めるときは、

別記第２号様式を甲に交付し、甲は、当該様式記載の使用条件に基づき利用するものとする。 

２ 乙は、前項の協力要請を承諾する場合のこの協定に基づく施設等の借上げ費用の額及びそ

の支払方法等は、甲乙協議の上別途定めるものとし、借上げ費用は、甲が負担するものとする。 

３ 乙は、前条の協力要請が行われた場合、可能な範囲で、甲に協力するものとする。 

（利用期間） 

第５条 施設等の利用期間は、甲の被害状況等を考慮した上、甲乙協議により定めるものとする。 

２ 甲は、乙が実施する通常事業を早期に再開できるよう配慮するものとする。 

（返還） 

第６条 甲は、乙から提供された施設等の利用を終了する場合は、書面により、乙に通知するも

のとする。 

２ 甲は、施設の利用を終了するときは、利用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた後に

引き渡すものとする。 

３ 前項の原状に復した費用は、甲が負うものとする。 

（費用負担及び物資の調達） 

第７条 避難所等の運営経費は全額を甲が負担することとし、必要となる物資の調達も甲が行

うものとする。 

（運営管理に関する責任） 

第８条 乙は、施設に地域住民等が避難した際に発生した避難所の運営管理に係る事故等の責

任は負わないものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都

度、甲乙間で協議の上、定めるものとする。 

（有効期限） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも協定解除、又は変更の申出がないときは、

本協定は同一の条件で自動的に１年間更新されるものとする。 
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甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

 

令和２年６月 25日 
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１４－４０ 災害時における避難所等としての利用に関する協定 

 

葉山町（以下「甲」という。）と社会福祉法人 全国社会福祉協議会 （以下「乙」という。）は、

災害時に甲が行う災害対策への協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

甲の協力要請に基づき、甲が乙の所有する神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560 番地の 44 に所

在する施設である中央福祉学院（ロフォス湘南）の敷地及び施設（以下「施設等」という。）

を避難所等として利用する際の必要な事項を定めることを目的とする。なお、利用にあたって

は、甲乙協力しながら対応することとする。 

２ この協定において災害とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定

める災害をいう。 

（範囲） 

第２条 甲が利用することのできる施設等の範囲は次のとおりとする。 

（１）研修棟 

（２）駐車場 

（利用の協力要請） 

第３条 甲は、葉山町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、葉山町地域

防災計画に定める施設等だけでは、災害対策業務に支障が生じると判断した場合、避難所、物

資集積場所及び支援車両等の駐車場（以下「避難所等」という。）として利用するため、乙に

対し、前条に掲げる施設のうち必要な範囲において、利用の協力を要請することができる。 

２ 前項の協力要請は、別記第１号様式の提出により行うものとする。ただし、当該様式を提出

するいとまがないときは、口頭、電話等により協力を要請することができるものとし、後日速

やかに書面を提出するものとする。 

（利用の承認） 

第４条 乙は、甲からの前条第２項の協力要請に基づき、施設の利用が必要と認めるときは、別

記第２号様式を甲に交付し、甲は、当該様式記載の使用条件に基づき利用するものとする。 

２ 乙は、前項の協力要請を承諾する場合のこの協定に基づく施設等の借上げ費用の額及びそ

の支払方法等は、甲乙協議の上別途定めるものとし、借上げ費用は、甲が負担するものとする。 

３ 乙は、前条の協力要請が行われた場合、可能な範囲で、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、避難住民等が乙の施設又は設備を破損若しくは紛失したときは、修繕等に係る経費を

負担するものとする。 

（利用期間） 

第５条 施設等の利用期間は、原則として甲が乙に対して施設等の利用の協力要請を行ったと

きから協力要請の連絡により、 地域の安全が確認できたときまでとする。ただし、発生した

災害による被害の状況により期間を変更する必要があると判断する場合は、甲乙協議により

定めるものとする。 

２ 甲は、乙が早期に従前の研修事業・業務運営を再開できるように配慮するとともに、避難所

等としての使用の早期解消に努めるものとする。 

（返還） 

第６条 甲は、乙から提供された施設等の利用を終了する場合は、書面により、乙に通知するも

のとする。 

２ 甲は、施設の利用を終了するときは、利用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた後に

引き渡すものとする。 

３ 前項の原状に復した費用は、甲が負担するものとする。 

（費用負担及び物資の調達） 

第７条 避難所等の運営経費は全額を甲が負担することとし、必要となる物資の調達も甲が行

うものとする。 

（運営管理に関する責任） 

第８条 乙の施設を避難所等として利用する場合における運営管理は、甲の責任において行い、
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乙は甲に協力するものとする。 

２ 乙は、乙の施設に地域住民等が避難した際に発生した避難所の運営管理に係る事故等の責

任は負わないものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都

度、甲乙間で協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも協定解除又は変更の申出がないときは、

本協定は同一の条件で自動的に１年間更新されるものとする。 

 

甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

令和２年７月 10日  
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１４－４１ 災害時における施設等の利用に関する協定 

 

葉山町（以下「甲」という。）と国立大学法人 総合研究大学院大学（以下「乙」という。）は、

災害時に甲が行う災害対策への乙の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

甲の協力要請に基づき、甲が乙の所有する葉山キャンパスの敷地及び施設（以下「施設等」と

いう。）を避難所として利用する際の、必要な事項を定めることを目的とする。なお、利用に

当たっては、甲乙協力しながら対応することとする。 

２ この協定において災害とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定

める災害をいう。 

（範囲） 

第２条 乙が避難所として提供することができる施設等の範囲は次のとおりとする。 

（１）共通棟２階大講義室 

（２）共通棟２階ホワイエ 

（３）共通棟１階講義室 

（４）共通棟１階談話スペース 

（５）駐車場 

（利用の協力要請） 

第３条 甲は、葉山町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、葉山町地域

防災計画に定める施設等だけでは、災害対策業務に支障が生じると判断した場合、避難所、物

資集積場所及び支援車両等の駐車場（以下「避難所等」という。）として利用するため、乙に

対し、前条に掲げる施設のうち必要な範囲において、利用の協力要請をすることができる。 

２ 前項の協力要請は、別記第１号様式の提出により行うものとする。ただし、当該様式を提出

するいとまがないときは、口頭、電話等により協力要請をすることができるものとし、後日速

やかに書面を提出するものとする。 

（利用の承認） 

第４条 乙は、甲からの前条第２項の協力要請に基づき、施設の利用が必要と認めるときは、別

記第２号様式を甲に交付し、甲は、当該様式記載の使用条件に基づき利用するものとする。 

２ 前項の協力要請を乙が承諾する場合は、国有財産法第 19 条において準用する同法第 22 条

第１項第３号の規定に基づき、使用料を無償とする。 

３ 乙は、前条の協力要請が行われた場合、可能な範囲で、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、避難住民等が乙の施設または設備を破損若しくは紛失したときは、修繕等に係る経費

を負担するものとする。 

（利用期間） 

第５条 施設等の利用期間は、原則として甲が乙に対して施設等の利用の協力要請を行ったと

きから協力要請の連絡により、地域の安全が確認できたときまでとする。ただ  

し、発生した災害による被害の状況により期間を変更する必要があると判断する場合は、甲乙

協議により定めるものとする。 

２ 甲は、乙が早期に従前の教育活動・業務運営を再開できるように配慮するとともに、避難所

等としての使用の早期解消に努めるものとする。 

（返還） 

第６条 甲は、乙から提供された施設等の利用を終了する場合は、書面により、乙に通知するも

のとする。 

２ 甲は、施設の利用を終了するときは、利用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた後に

引き渡すものとする。 

３ 前項の原状に復した費用は、甲が負うものとする。 

（費用負担及び物資の調達） 

第７条 避難所等の運営経費は全額を甲が負担することとし、必要となる物資の調達も甲が行

うものとする。 
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（運営管理に関する責任） 

第８条 乙の施設を避難所として利用する場合における運営管理は、甲の責任において行い、乙

は甲に協力するものとする。 

２ 乙は、乙の施設に地域住民等が避難した際に発生した避難所の運営管理に係る事故等の責

任は負わないものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都

度、甲乙間で協議の上、定めるものとする。 

（有効期限） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも協定解除又は変更の申出がないとき

は、本協定は同一の条件で自動的に１年間更新されるものとする。 

 

 

甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

 

令和２年８月４日 
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１４－４２ 災害時における食料等生活必需物資の供給に関する協定書 

 

 三浦郡葉山町（以下「甲」という。）と大塚ウエルネスベンディング株式会社（以下｢乙｣とい

う。）は、地震、風水害その他の災害が発生した場合の食料等物資（以下「物資」という。）の供

給確保等について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における物資の供給に関する乙の甲に対する協力について、必要な

事項を定めるものとする。 

（甲の要請等） 

第２条 甲は、災害時に町民生活の早期安定のために物資の確保を図る必要があると認めたと

きは次の事項について協力を要請することができる。 

(1) 甲の管理する施設内に設置した災害対応型自動販売機内の在庫物資の提供 

(2) 現に乙が、葉山町立長柄小学校内に在庫備蓄する下記の物資提供 

食料品：カロリーメイトハーフ  10 ケース（600 食） 

(3) その他乙の保有する物資の提供 

２ 前項第１号の物資の提供は、甲又は当該災害対応型自動販売機の管理者と乙の間で締結す

る「緊急時解放備蓄型自販機に関する覚書」で詳細を定めるものとする。 

３ 前項第２号の物資の供給要請は文書によるものとする。ただし急を要するときは電話又は

その他の方法をもって要請し、事後に文書を送付するものとする。 

（措置事項の報告） 

第３条 乙は、甲から第２条の要請を受けたときは、速やかに物資の供給確保等について適切な

措置をとるとともに、その措置事項を文書で甲に報告するものとする。ただし急を要するとき

は電話又はその他の方法により報告し、事後に文書を送付するものとする。 

（災害対応型自動販売機の設置） 

第４条 甲は、避難場所等への災害対応型自動販売機の設置を促進する。 

２ 乙は、災害対応型自動販売機の設置にあたっては、法令等に基づき設置場所の管理者と十分

な協議を行い、設置条件を遵守する。 

（費用負担） 

第５条 第２条に規定する協力要請により生じた費用は、乙の負担とする。 

２ 第２条第１項第１号及び第２号の物資の範囲内において、乙は甲に対して無償提供する。 

（連絡責任者） 

第６条 物資の供給及び確保等に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙それぞれ

連絡責任者を定めておくものとする。 

（協定期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から３年間とする。ただし、この協定の有効期間

の満了の日の１か月前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がないときは、期間満了の日の翌

日から１年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。 

（協議事項） 

第８条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定書

に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。 

この協定書の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名捺印の上、各１通を保有する。 

 

 令和３年１月 12 日  
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１４－４３ 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定 

 

葉山町（以下「甲」という。）と株式会社ジェイコム湘南・神奈川 横須賀局（以下「乙」とい

う。）は、災害発生時における人員及び車両等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条 本協定は、甲に「葉山町地域防災計画」が扱う対象とする地震及び風水害等が発生した

場合において、甲が行う災害対策に対し、乙が提供する協力内容等について明示することを目

的とする。  

 

（協力事項）  

第２条 乙の協力は、次の各号に掲げる事項について、甲に対し協力することができる｡  

(1) 乙の社員及び関係者による人的支援 

(2) 乙の保有する車両及び物資等の提供 

(3) その他甲又は乙が必要と認めた事項 

 

（協力要請の手続き）  

第３条 甲は、前条の規定による協力要請又は乙からの協力申し出を受け、前条の規定による協

力要請を行う際は、原則として、第 10 条に規定する連絡担当者を通じ、別に定める協力要請

書（第１号様式）により要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、口頭、電話

又は電信などにより、連絡担当者以外の者も要請できるものとし、その後速やかに協力要請書

を提出するものとする。 

 

（協力の実施)  

第４条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けた場合は、法令その他特別に定めがある

場合、その他特別な事情がある場合を除くほか、これに応じ協力するよう努めるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により協力を実施した場合は、原則として、第 10 条に規定する連絡担当

者を通じ、協力実施報告書（第２号様式）により速やかに甲に報告するものとする。ただし、

報告書による報告が困難な場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外の者も

報告できるものとし、その後速やかに協力実施報告書を提出するものとする。 

 

（守秘義務）  

第５条 甲及び乙は、本協定書に規定する業務の遂行にあたり知りえた相手方の事業上・技術上

の事項について、第三者に開示してはならない。ただし、甲・乙協議のうえ、災害対応におい

て開示する必要があると認める事項はこの限りではない。 

 

（経費の負担）  

第６条 本協定に基づく要請により生じた経費については、法令その他特別に定めがある場合

を除くほか、原則として乙の負担とする。  

 

（服務）  

第７条 甲の要請に基づき活動する乙の社員の服務その他の取り扱いは、乙の定めによるもの

とする。 

 

（災害補償）  

第８条 本協定に基づき支援業務に従事した者の責に帰することができない理由により、負傷

し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。 

 

（車両保険の取り扱い）  

第９条 乙は乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、これらの保険適用
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を受けるに際しかかる費用については、全て乙の負担とする。 

 

（連絡担当者）  

第 10 条 甲及び乙は、本協定の実施に必要な甲乙双方の連絡先及び担当者等を別途定めるもの

とし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

 

（平常時の活動）  

第 11 条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力の円滑な実施を図るため、平常時も、次に掲げ

る事項について相互に協力等を行うものとする。  

(1) 防災に関する計画等必要な情報の交換 

(2) 甲の行う防災訓練等への参加 

(3) 別表第１に掲げる乙が協力可能な人的支援及び物的支援等に関する甲への情報提供 

(4) その他災害時に協力が必要な事項 

 

（有効期間）  

第 12 条 本協定の有効期間は、締結日から１年間とする。ただし、この期間満了の１箇月前ま

でに、甲乙いずれからも協定解除の申し出ないときは、さらに１年間延長するものとし、その

後においても同様とする。 

 

（その他） 

第 13 条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施について疑義が生じた場合は、甲乙両者が

協議の上、定めるものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

する｡ 

 

 

令和３年３月 25日 
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１４－４４ 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 

 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と東京電力パワーグリッド株式会社藤沢支社（以下「乙」とい

う。）は、自然災害の発生に伴う停電が発生した場合において、甲及び乙における相互協力に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）及び地域防災計画に基づき、甲

は住民の生命・財産の保護、生活支援の役割を担うこと、乙は電力の早期復旧の役割を担うこ

とを相互に確認し、災害時における甲及び乙の協力関係構築に資する事項を定め、地域の防災

力を高めることを目的に締結する。 

（連絡体制） 

第２条 甲及び乙は、平時から災害発生時の連携を図るため、双方の連絡体制を構築する。 

２ 乙は、甲との協議の上、甲が設置する災害対策本部に職員を派遣できるものとする。 

（情報連携） 

第３条 甲及び乙は、災害発生時における電力の早期回復を図るため、次の各号に掲げる情報を

相互に提供する。 

（1）甲は乙に対し、病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設のリスト

を作成し、随時提供 

（2）甲は乙に対し、住民が避難している地域、避難所の情報を提供 

（3）乙は甲に対し、停電の発生状況や復旧見込等、停電に関連する情報を提供 

（4）甲及び乙は、それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸断

の情報、道路復旧の状況を共有 

（協力体制） 

第４条 甲及び乙は、災害発生時における電力の早期回復を図るため、必要があると認めるとき

は、次の各号に掲げる事項について相互に要請する。 

（1）停電復旧に係る応急措置（電源車の配備を含む。）の実施、電力復旧の支障となる障害物

等の除去 

（2）甲及び乙が所有する施設や駐車場等の利用 

（3）住民への停電情報等の周知のため、甲の防災情報に係る広報手段の利用 

２ 甲及び乙は、前項の要請があったときには、相互に協力するものとする。 

（秘密保持） 

第５条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た情報をみだりに開示又は漏えい

してはならない。 

（協定期間） 

第６条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和４年３月 31 日までとする。ただし、有効

期間が満了する１か月前までに甲又は乙が相手方に対し、特段の意思表示をしない場合は、こ

の協定は、期間満了の日の翌日から更に１年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も

同様とする。 

（協議） 

第７条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとす

る。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和３年５月６日 
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１４－４５ 災害時における応急復旧等の協力に関する協定書 

 

 

葉山町（以下「甲」という。）と神奈川土建一般労働組合鎌倉逗子葉山支部（以下「乙」とい

う。）及び逗子葉山建設組合（以下「丙」という。）は、災害時における町民の生命、身体及び財

産の保護並びに町民生活の安全の確保に必要な応急復旧等を迅速かつ円滑に実施するため、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、葉山町内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生の恐れがある場合

（以下「災害時」という。）に、被害の拡大防止及び応急復旧その他の対応等（以下「応急復

旧等」という。）に関すること並びに災害時に備えた各種訓練その他の支援等（以下「支援活

動等」）について、必要な事項を定めるものとする。 

（協力要請等） 

第２条 甲は、応急復旧等を行う必要があると認めたとき又は支援活動等が必要なときは、乙及

び丙に協力を要請することができる。 

２ 乙及び丙は、甲から要請があったときは、特別な理由がない限り速やかに協力を実施するも

のとする。 

３ 第１項に規定する甲の要請は、協力要請書（第１号様式）により行うものとする。ただし、

緊急を要するときは、電話又はその他の方法により要請することができるものとし、後日速や

かに協力要請書（第１号様式）を提出するものとする。 

（協力事項） 

第３条 乙及び丙は、甲の要請に基づき、次に掲げる事項について協力するものとする。 

（1）応急復旧等及び支援活動等に係る乙及び丙に属する組合員の派遣及び組合員が有する技

術等の提供 

（2）応急復旧等及び支援活動等に係る乙及び丙に属する組合員の所有する車両・工具・機材等

の提供 

（応急復旧等） 

第４条 乙及び丙は、前条の規定により要請を受けたときは、甲の指定する町職員の指示に従い、

応急復旧等及び支援活動等に従事するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず災害現場等において指示をする町職員がいないときは、甲の指示

事項に従い適切な応急復旧等及び支援活動等を実施するものとする。 

 （活動等の報告） 

第５条 乙及び丙は、前条の応急復旧等の実施に当たっては、随時、その活動内容等の経過につ

いて甲に報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに活動実施状況を活動等報告

書（第２号様式）により報告するものとする。 

（経費の負担） 

第６条 乙及び丙が実施した応急復旧等に係る経費は甲が負担し、支援活動等に係る経費は、法

令その他特別に定めるものを除き、原則乙及び丙が負担するものとする。また、支援活動等の

実施に要したに経費のうち、甲、乙及び丙のいずれかが負担すべきか判断し難い経費について

は、その都度、甲、乙及び丙が協議して決定するものとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費は、災害発生直前における適正な価格を基準として算

出した額とする。 

（損害補償） 

第７条 甲は、甲の要請により応急復旧等及び支援活動等に従事した者が、その者の責めに帰す

ることのできない理由により死亡又は負傷し、疾病にかかり、若しくは身体に障害がある状態

になったときは、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）その他法令等の規定による

補償等が行われる場合を除き、葉山町消防団員等公務災害補償条例（平成 16 年葉山町条例第

11 号）に準じて補償するものとする。 

（資機材等の報告） 
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第８条 乙及び丙は、応急復旧等を円滑に実施するために必要な資機材及び人員の把握に努め、

甲が提出を求めたときは、速やかに作業員及び資機材確保状況を報告するものとする。 

（連絡責任者の指定） 

第９条 本協定の円滑な運用に資するため、甲、乙及び丙は、事前に連絡担当者を定め、連絡体

制確認書（第３号様式）により相互に報告するものとする。 

２ 甲、乙及び丙は、連絡担当者に変更が生じた場合は遅滞なくその旨を報告するものとする。 

 （協定の期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、甲、乙及び丙のい

ずれからも協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年間延長するものとし、以後も同様

とする。 

 （協議） 

第 11 条 この協定の定める事項に疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、

その都度、甲、乙及び丙協議のうえ、解決するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙記名押印のうえ各１通を保有

する。 

 

 

令和３年６月９日 
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１４－４６ 災害時における相互応援に関する協定書 

 

 

栃木県那須町と神奈川県葉山町は、いずれかの町域において地震、風水害等の大規模災害（以

下「災害」という。）が発生する恐れ又は発生した場合において、被災町の要請に応え、物資提

供、避難者の一時受け入れ、職員の派遣等の応援（以下「応援」という。）について、次のとお

り協定を締結する。 

 

 （応援の内容） 

第１条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（1）被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供 

（2）食料品、飲料水及び生活必需品等並びにその供給に必要な資機材の提供 

（3）被災者を一時収容するために必要な施設の提供 

（4）応援に必要な職員の派遣及び車両等の提供 

（5）児童及び生徒の学習の機会の提供 

（6）被災者に対する住宅のあっせん 

（7）ボランティアのあっせん 

（8）広域避難が必要となる場合の町民の受入れ 

（9）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 （応援要請の手続） 

第２条 応援の要請をする場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡を

するとともに、速やかに、文書により通知するものとする。 

（1）被害の状況 

（2）前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、必要とする品目、規

格及び数量 

（3）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び現場での従事

内容並びに車両等の種類及び台数 

（4）応援のために派遣される職員（以下「派遣職員」という。）の集合場所、応援場所及び応

援場所への経路 

（5）応援の期間 

（6）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 （応援活動の実施） 

第３条 応援要請を受けた町（以下「応援町」という。）は、この協定に基づき、直ちに必要な

応援活動を実施するものとする。 

２ 応援町は、自らが収集した情報等により被災した町（以下「要請町」という。）が災害の規

模、状況等から応援要請をすることができない状況にあると判断される場合であって、応援出

動することが必要であると認められるときは、被災町からの応援要請がない場合であっても、

必要な応援活動を実施することができるものとする。 

３ 応援町は、要請町への応援活動が実施できない特別な事情がある場合は、要請町に対し、速

やかにその旨を連絡しなければならない。 

 （指揮権） 

第４条 応援町の職員は、要請町の災害対策本部長等の指揮の下で行動するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費のうち、法令その他これに準ずるものに特別の定めがあるものを除

くほか、その額については、被災の程度、応援の実態等を考慮し、その都度協議して決定する

ものとする。 

 （災害補償等） 

第６条 派遣職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動

により負傷若しくは疾病の治癒後においても、障害を有するに至った場合における本人又は

その遺族に対する損害の責務は、応援町が負うものとする。 
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２ 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合、その損害が集合場所への往復

途中において生じたものを除き、要請町がその損害の責務を負うものとする。 

 （連絡体制） 

第７条 両町は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定め、災害発生時にお

ける相互連絡体制を整備するものとする。 

 （情報の交換） 

第８条 両町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料

を相互に交換するものとする。 

 （協議） 

第９条 前各号に定める事項に疑義が生じた場合又は定めがないものは、その都度両町協議の

上決定するものとする。 

 

この協定締結の証として本協定書２通を作成し、各々協定者署名捺印の上、それぞれ１通を保

有する。 

 

令和３年７月１日 
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１４－４７ 葉山町と応用地質株式会社との土砂災害早期警戒に向けた 

住民サービスの共創のための連携協定 

 

 

 葉山町（以下「甲」という。）と応用地質株式会社（以下「乙」という。）は、乙の開発する「土

砂災害ハザードモニタリングシステム」（以下「本システム」という。）の利用を通じて、官民連

携による土砂災害早期警戒に向けた住民サービスの創出のため、実証研究などについて相互に

連携して取り組み、甲の住民サービス向上を図るため、以下のとおり協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が、相互理解の下での綿密な連携のもと協力し合い、本システムを

利用した土砂災害早期警戒に関する実証研究を通じ、研究成果を踏まえ住民の土砂災害に関

する安全確保のための諸サービスの創出を目指し、もって住民サービスの向上に資すること

を目的とする。 

 

（連携・協力） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、以下の事項について連携・協力する。 

 (１) 土砂災害の予兆の早期検知と住民への適切な避難を促すための方法に関する実証研究 

 (２) 住民の土砂災害に関する防災意識と災害対応力の向上に関すること。 

 (３) その他前条の目的の達成に関すること。 

２ 前項に基づく具体的な連携・協力の内容は、甲乙協議の上で定めるものとし、必要に応じて

協定書、覚書等を取り交わすものとする。 

３ 乙は、本条に定める事項を効果的に進めるために、甲との協議により乙の社内別組織や関係

会社に実施させることができる。 

 

（有効期間） 

第３条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和６年３月 31 日までとする。 

２ 甲及び乙は、前項に定める有効期間であっても、甲乙いずれかが本協定の解除を希望する場

合、解約予定日の１か月前までに書面をもって相手方に通知することにより、本協定を解除で

きるものとする。 

 

（協定の見直し） 

第４条 甲及び乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出た時は、その都度協議し、変更を行

うものとする。 

 

 

（疑義の解決） 

第５条 本協定に定める事項及び本協定に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙

協議の上、解決するものとする。 

 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自その１通を

保有する。 

 

 令和４年８月４日 
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１４－４８ 災害時における相互応援に関する協定書 

 

静岡県下田市と神奈川県三浦郡葉山町は、いずれかの市町域において地震、風水害等の大規模

災害（以下「災害」という。）が発生する恐れがある場合又は発生した場合において、被災市町

の要請に応え、物資提供、避難者の一時受入れ、職員の派遣等の応援（以下「応援」という。）

について、次のとおり協定を締結する。 

 

（応援の内容） 

第１条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供 

（２）食料品、飲料水及び生活必需品等並びにその供給に必要な資機材の提供 

（３）被災者を一時収容するために必要な施設の提供 

（４）応援に必要な職員の派遣及び車両等の提供 

（５）児童及び生徒の学習の機会の提供 

（６）被災者に対する住宅のあっせん 

（７）ボランティアのあっせん 

（８）広域避難が必要となる場合の市民又は町民の受入れ 

（９）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 （応援要請の手続） 

第２条 応援の要請をする場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話等によ 

り連絡をするとともに、速やかに、文書により通知するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号から第２号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、必要とする 

品目、規格及び数量 

（３）前条第３号に掲げる応援を要請する場合にあっては、収容を必要とする避難者の人数 

（４）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数及び現場 

での従事内容並びに車両等の種類及び台数。また、応援のために派遣される職員（以 

下「派遣職員」という。）の集合場所、応援場所、応援場所への経路及び応援の期 

間 

（５）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（応援活動の実施） 

第３条 応援要請を受けた市町（以下「応援市町」という。）は、この協定に基づき、 

直ちに必要な応援活動を実施するものとする。 

２ 応援市町は、自ら収集した情報等により被災した市町（以下「被災市町」という。） 

が災害の規模、状況等から応援要請をすることができない状況にあると判断される場合であっ

て、応援出動することが必要であると認められるときは、被災市町からの応援要請がない場合

であっても、必要な応援活動を実施することができるものとする。 

３ 応援市町は、被災市町への応援活動が実施できない特別な事情がある場合は、被災市町に対

し、速やかにその旨を連絡しなければならない。 

 （指揮権） 

第４条 派遣職員は、被災市町の災害対策本部長等の指揮の下で行動するものとする。 

 （応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費のうち、法令その他これに準ずるものに特別の定めがあるも 

のを除くほか、その額については、被災の程度、応援の実態等を考慮し、その都度両市町が

協議して決定するものとする。 

 （災害補償等） 

第６条 派遣職員が応援活動により負傷、疾病、若しくは死亡した場合又は応援活動に 

より負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその

遺族に対する損害の補償に関する責務は、応援市町が負うものとする。 

２ 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合、その損害が集合場所への往復
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途中において生じたものを除き、被災市町がその損害の責務を負うものとする。 

 （連絡体制） 

第７条 両市町は、あらかじめ応援に関する情報連絡を所掌する担当部署を定め、災害 

発生時における相互連絡体制を整備しておくものとする。 

 （情報交換） 

第８条 両市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他 

必要な資料を相互に交換するものとする。 

 （協議） 

第９条 本協定に定める事項に疑義が生じた場合又は定めがないものは、その都度両市 

町が協議の上決定するものとする。 

 

 この協定締結の証として本協定書２通を作成し、各々協定者署名捺印の上、それぞれ１通を保

有する。 

 

 令和５年３月１日 
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１４－４９ 葉山町公共施設に係わる大規模災害時の応急措置等の協力に関する協定 

 

 

 葉山町(以下「甲」という。)と一般社団法人三浦半島建物改修工事業協会(以下「乙」という。)

は、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、葉山町域に大規模な地震が発生した場合や、大型の台風などによる風水害 

が発生したときに、甲が指定する公共施設(以下「指定施設」という。)の応急措置に対する乙

の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(協力要請) 

第２条 甲は、災害時に応急措置が必要と認めたときは、乙に対して協力を要請することができ

るものとする。 

２ 甲は、前項の要請の必要がなくなったときは、乙に対して終了を通知するものとする。 

 

(要請手続き) 

第３条 甲は、前条の規定に基づき乙に協力を要請しようとする場合は、日時、場所、業務の内

容その他必要な事項を電話等により連絡するものとする。 

 

(協力体制) 

第４条 乙は第２条の規定による協力要請を受けた場合は、速やかに応急措置を行うための体

制を確立し、必要な人員、機材等を出動させるものとする。 

２ 前項の規定により出動した者は、甲の職員の指示に従い、応急措置の実施や修繕相談等を対

応するものとする。 

 

(経費負担) 

第５条 この協定に基づく協力のために要した経費については、甲が負担するものとする。 

 

(災害補償) 

第６条 甲の要請に基づき、業務従事中の者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場

合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、その他の法令の

適用がない場合は、葉山町消防団等公務災害補償条例(平成 16 年条例第 11 号)の規定に準じ

て、甲が補償するものとする。 

 

 

 

(協議) 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関して必要な細目事項については、

甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

(協定期間及び更新) 

第８条 この協定は、協定締結日から効力を有する。 

２ 甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

 

この協定締結の証として本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

 令和５年７月６日  
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１４－５０ 災害時における施設等の利用に関する協定 
 

葉山町（以下「甲」という。）とエレコム株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における

甲が行う災害対策への乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合   に

おいて、甲の協力要請に基づき、甲が乙の所有する神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560 番地の

38 に所在する施設であるレクトーレ葉山湘南国際村の敷地及び施設（以下「施設等」という。）

を避難所として利用する際の、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（受け入れ対象者） 

第２条 乙が施設等への受け入れを行う対象者は次のとおりとする。 

（１）町民及び帰宅困難者等避難所への避難を必要とする者（以下「避難者等」という。）で町

が認めた者 

（２）高齢者等避難行動要支援者（以下「要配慮者」という。）、他自治体からの応援職員及びラ

イフライン等復旧支援者等（以下「復旧支援者」という。）で町が認めた者 

 

（施設等の使用範囲） 

第３条 甲が利用することのできる施設等の使用範囲は次のとおりとする。 

（１）避難者等の避難所、物資集積場所 

研修棟（１階、２階）のセミナー室 A,B,C,L、駐車場 

（２）要配慮者の避難所、復旧支援者の宿泊施設・駐車場、支援車両等の駐車場 

宿泊棟（２～５階）、駐車場 

 

（利用の協力要請） 

第４条 甲は、葉山町内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、葉山町地域

防災計画に定める避難施設等だけでは、避難者を受け入れることが困難な場合、避難者等や要

配慮者の避難所、復旧支援者の宿泊施設、物資集積場所及び支援車両等の駐車場（以下「避難

所等」という。）として利用するため、乙に対し、前条に掲げる施設のうち必要な範囲におい

て、利用の協力要請することができる。 

２ 前項の協力要請は、別記第１号様式の提出により行うものとする。ただし、当該様式を提出

するいとまがないときは、口頭、電話等により協力要請することができるものとし、後日速や

かに書面を提出するものとする。 

 

（利用の承認） 

第５条 乙は、甲からの前条第２項の協力要請に基づき、施設の利用が必要と認めるときは、別

記第２号様式を甲に交付し、甲は、当該様式記載の使用条件に基づき利用するものとする。 

２ 前項の協力要請を乙が承諾する場合のこの協定に基づく施設等の借上げ費用の額及びその

支払方法等は、甲乙協議の上別途定めるものとし、借上げ費用は、甲が負担するものとする。 

３ 乙は、前条の協力要請が行われた場合、可能な範囲で、甲に協力するものとする。 

 

（利用期間） 

第６条 施設等の利用期間は、甲の被害状況等を考慮した上、甲乙協議により定めるものとする。 

２ 甲は、乙が実施する通常事業を早期に再開できるよう配慮するものとする。 

 

（返還） 

第７条 甲は、乙から提供された施設等の利用を終了する場合は、書面により、乙に通知するも

のとする。 

２ 甲は、施設の利用を終了するときは、利用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた後に
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引き渡すものとする。 

３ 前項の原状に復した費用は、甲が負担するものとする。 

 

（費用負担及び物資の調達） 

第８条 避難所等の運営経費は全額を甲が負担することとし、必要となる物資の調達も甲が行

うものとする。 

 

（運営管理に関する責任） 

第９条 乙は、施設に避難者等が避難した際に発生した避難所の運営管理に係る事故等の責任

は負わないものとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、その都

度、甲乙間で協議の上、定めるものとする。 

 

（有効期限） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも協定解除又は変更の申出がないときは、

この協定は同一の条件で自動的に１年間更新されるものとする。 

 

 

甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

 

令和６年７月 12日 
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１４－５１ 災害時におけるし尿等の収集運搬の協力に関する協定 

 

葉山町（以下「甲」という。）と有限会社葉山衛生社（以下「乙」という。）及び有限会社葉

山興業（以下「丙」という。）は、災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」とい

う。）の収集運搬（以下「業務等」という。）の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、葉山町内において災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 2

条第 1 項）が発生した場合に、葉山町地域防災計画及び葉山町災害廃棄物処理計画に基づき、

甲が実施する応急対策に対する乙及び丙の協力について、必要事項を定めるものとする。 

 

（協力） 

第２条 甲は、葉山町内に災害が発生し、緊急に業務等が必要であると認めるときは、乙及び丙

に対し協力を要請することができる。 

２ 甲は、乙及び丙に対し業務等を要請する場合は、災害時し尿等収集運搬協力要請書（様式第

１号）により乙及び丙に対して、次の事項を明らかにして協力要請するものとする。ただし、

緊急の場合は、口頭で行い、後日要請書を提出するものとする。 

⑴ 業務等の内容及び期間 

⑵ 収集の必要な場所及び施設 

⑶ 収集したし尿等の搬出先 

⑷ その他必要な事項 

３  乙及び丙は、前項の規定による甲からの要請を受けた時は、必要な人員、車両等を調達

し、可能な限り業務等を実施するものとする。 

 

（業務等の実施） 

第３条 乙及び丙は、前条の規定による甲の要請に協力する場合は、業務等を要請された場所

（以下「指定場所」という。）に甲の職員が派遣されているときは甲の要請内容及び甲の職員の

指示に従い、指定場所に甲の職員が派遣されていないときは甲の要請内容に従い、業務等を行

うこととする。 

２ 甲は、乙及び丙の業務等が円滑に行われるように必要な措置を講ずることとする。 

３ 乙及び丙は、業務等の実施に当たり、周囲の生活環境に十分配慮することとする。 

４ 乙及び丙は、業務等が終了したときは、速やかにその実施状況について災害時し尿等収集運

搬実施状況報告書（様式第２号）により甲に報告する。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定により、甲の要請に基づき、乙及び丙が業務等を実施した場合、その経費は甲

が負担する。 

２ 前項の経費は、災害発生直前におけるし尿等の収集運搬に係る適正価格を基準とし、甲乙丙

協議の上決定する。 

 

（請求及び支払） 

第５条 乙及び丙は、前条の規定により、業務等の費用が確定したときは、経費明細書等を添

えて甲に請求する。 

２ 甲は、前項の規定による乙及び丙からの請求があったときは、その内容を確認の上、その日

から起算して 30日以内に費用を支払う。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置

後、速やかに支払うものとする。 

 

（補償） 

第６条 第３条の規定により要請した業務等に従事した者がそのため死亡、負傷、疾病、又は障
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害の状態となったときは、甲は、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因に

よって受ける損害を、葉山町消防団員等公務災害補償条例（平成 16 年条例第 11 号）の例に準

じて、補償しなければならない。ただし、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の

規定による補償を受けられる場合については、この限りではない。 

２ 乙及び丙は、前項の補償に係る協議について協力するものとする。 

 

（協定の有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までとする。ただし、期

間満了の日の１か月前までに、甲乙丙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の翌

日から１年間この協定は更新されたものとみなす。以降も同様とする。 

 

（協議） 

第８条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は、この協定に定めのない事項

については、甲乙丙協議の上、決定するものとする。 

 

 

 甲乙丙は、この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通

を保有するものとする。 

 

 

  令和６年８月１日 
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１４－５２ 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

 

葉山町（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）は、災害

時におけるレンタル機材の供給に関し、次の通り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」

という。）に、甲の要請に応じ、乙が保有するレンタル機材を提供することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（提供の要請） 

第２条 甲は、災害時において必要とするときは、乙に対し、乙の保有するレンタル

機材（以下「保有機材」という。）の優先的な提供を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、「災害時レンタル機材供給要請書（第１号様式）」をも

って行うものとする。ただし、緊急を要する時は、電話等をもって要請し、事後に文書

を交付するものとする。 

 

（要請に対する措置） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項に応じて速やかに必要な

資機材を調達可能な範囲において甲に優先的に提供するものとし、その措置結果を「災

害時レンタル機材供給完了報告書（第２号様式）」により甲に報告するものとする。 

 

（引渡し） 

第４条 保有機材の提供に係る引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該引渡

場所に職員を派遣し、当該保有機材を確認の上、引渡を受けるものとする。 

２ 甲は、乙が物資を運搬する車両を優先車両として通行出来るよう配慮するものと

する。 

 

（サポート制度） 

第５条 レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、

甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は任意で「レンタル物件サポート

特約制度」に加入することができ、別途定めるサポート料を乙に支払う。これにより、

甲が支払う一定額の１事故負担金をもって乙は請求権を放棄する。 

２ 前項の場合において、地震、津波、噴火等の自然災害及び甲の故意又は重大な過

失、その他の「レンタル物件サポート特約制度」の対象外に定める事由に起因する損害

の場合は、この限りではない。 

 

（費用の負担） 

第６条 甲は、保有機材の提供に係る費用を負担するものとし、当該費用は乙の通常

価格により算出した額とする。 

 

（連絡責任者） 

第７条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては総務部防災安全課、乙におい

ては株式会社アクティオ横須賀営業所長とする。 

２ 前項の甲及び乙の連絡責任者に変更があった場合は、速やかに文書にて相互に連

絡を行うものとする。 

 

（情報交換） 

第８条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び保有機材の供給等についての情報

交換を行い、災害時に備えるものとする。 
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（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲または乙が文書を

もって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。この協定の成立を

証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和６年９月６日 
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１４－５３ 災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定 

 

 葉山町(以下「甲」という。)と佐川急便株式会社 (以下「乙」という。)とは、災

害時における支援物資の受入及び配送等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、葉山町域内に大規模な災害が発生した場合において、被災者に対

して食料及び生活必需品等の物資の安定供給を行うことにより、被災者の生活の安定

を図ることを目的として、甲が乙に対して行う物資の受入及び配送等の要請手続等必

要な事項を定めるものとする。 

 

(用語の定義) 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

(１)「調達物資」とは、被災者のために甲が必要に応じて調達する物資をいう。 

(２)「義援物資」とは、被災者のために甲に対して提供される調達物資以外の物資を

いう。 

(３)「支援物資」とは、調達物資と義援物資をあわせた物資をいう。 

(４)「避難所等」とは、支援物資の配達先となる葉山町内の避難所又は甲が指定する

物資の供給場所をいう。 

(５)「物資集積・搬送拠点」とは、大規模な災害等により避難所等への支援物資の配

送が円滑に行えないなど、甲が必要と判断したときに支援物資の荷卸し、仕分け、登録、

分配及び積込み(以下「荷役作業」という。)若しくは、配送等の拠点として設置する施

設をいう。 

 

(物資集積・搬送拠点の設置等) 

第３条 物資集積・搬送拠点の設置場所は、災害時に物資集積・搬送拠点として甲が

指定する施設のほか、甲の要請に基づき、乙又は乙の関係団体が提供する施設とする。 

２ 甲は、葉山町内における支援物資の供給体制が整うなど、荷役作業及び配送等の

必要性が低下した場合は状況を勘案しながら、物資集積・搬送拠点を閉鎖するものとす

る。 

 

(物資の受入及び配送並びに派遣の要請) 

第４条 甲は、前条の規定による物資集積・搬送拠点を設置する場合には、乙に対し

て次の各号に掲げる業務を文書により要請することができる。ただし、文書により要請

するいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書を交付するもの

とする。 

(１) 避難所等への支援物資の配送計画の策定及び配送の実施 

(２) 配送時における被災者の物資ニーズの収集 

(３) 甲から指示のあった物資集積・搬送拠点における荷役作業の実施 

(４) 荷役作業に必要な人員及び機材の提供 

２  甲は、支援物資の受入及び配送等を実施する上で、必要と認めるときは文書によ

り、乙に対し支援物資の受入及び配送等に関する助言等を行う要員の派遣を要請する

ことができる。 

 

(物資の受入及び配送並びに派遣の実施) 

第５条 乙は、前条の規定により甲の要請があった場合は、可能な限り協力するもの

とする。ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。 

 

(報告) 
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第６条 乙は、第４条第１項の規定による要請により物資の受入及び配送業務を行

った場合は、文書により甲に報告するものとする。ただし、文書をもって報告するいと

まがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するものとす

る。 

２ 乙は、第４条第２項の規定により派遣を行った場合は、文書により甲に報告する

ものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるものと

し、その後速やかに文書により報告するものとする。 

３ 甲及び乙は、第４条及び前第２項の規定により、要請又は報告した内容に変更が

生じた場合は、その都度変更内容を相互に文書により通知するものとする。 

 

(経費の負担及び請求等) 

第７条 業務に要した経費は、甲が負担するものとする。 

２ 甲が負担する経費の価格は、法令その他で定めがあるものを除き、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

３ 甲は、乙から前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、乙に対し速

やかに支払いを行うものとする。 

 

(事故等) 

第８条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して文書により

報告し、甲乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。ただし、文書をもって報告す

るいとまがない場合には、口頭によるものとし、その後速やかに文書により報告するも

のとする。 

 

(損害の負担) 

第９条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲乙協議して定める。た

だし、乙の責に帰するべき事由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。 

 

(補償) 

第 10 条 本協定に基づき乙が実施する業務に従事した者が、負傷し、疾病にかかり、

又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。ただし、甲の責に

帰するべき事由による場合は、この限りでない。 

２ 甲は、前項の規定により、甲の責に帰するべき事由による場合の災害補償は、そ

の者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を、葉山

町消防団員等公務災害補償条例（平成 16 年条例第 11 号）の例に準じて、補償しなけれ

ばならない。ただし、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の規定による補

償を受けられる場合については、この限りではない。 

 

(機密の保持及び情報提供) 

第 11 条 甲及び乙は、本協定に基づく業務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利

用してはならない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。また、甲及び

乙はそれぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供するよう努めるものとする。 

 

(連絡責任者) 

第 12 条 甲及び乙は、本協定に基づく担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選

定するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の規定により担当部署及び連絡責任者を定めた場合は相互に

通知するものとする。 

 

(協議) 

第 13 条 本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、
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決定するものとする。 

 

(協定の有効期間) 

第 14 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までとする。た

だし、期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、

期間満了の翌日から１年間この協定は更新されたものとみなす。以降も同様とする。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙署名又は押印の上、それぞ

れ１通を保有する。 

 

令和７年２月 21日 
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葉 山 町 地 域 防 災 計 画 

 
資 料 編 

（令和６年度改訂） 

 
発行 葉山町防災会議（令和7年3月発行） 

編集 葉山町総務部防災安全課 

〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地 

電話（046）876-1111（代表） 


